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大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について 

 

 大規模災害時の被災者に対する保健医療活動に係る体制については、これま

で、「災害時における医療体制の充実強化について」（平成24年３月21日医政発

0321第２号厚生労働省医政局長通知。以下「平成24年医政局通知」という。）

及び平成28年熊本地震に係る初動対応検証チームにより取りまとめられた「初

動対応検証レポート」（平成28年７月、平成28年熊本地震に係る初動対応検証

チーム）により整備がなされてきたところである。 

このような中、各都道府県において大規模災害時の保健医療活動チームの派

遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の

総合調整を行う保健医療調整本部が設置されているところである。 

 その中で、令和３年防災基本計画及び厚生労働省防災業務計画に災害派遣福

祉チーム（以下「DWAT」という。）等の整備について追加された。また、令和

３年度厚生労働科学研究の「災害発生時の分野横断的かつ長期的ケアマネジメ

ント体制構築に資する研究」において、保健医療のみでは福祉分野の対応がで

きず、保健・医療・福祉の連携が重要であるとされたことを踏まえ、保健医療

調整本部を「保健医療福祉調整本部」としたところである。 
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ついては、各都道府県における大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制

の整備に当たっての留意事項を下記のとおり示すので、今後の体制整備の参考

にしてもらうとともに、関係機関への周知をお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の

規定に基づく技術的助言であること及び内閣府（防災担当）と調整済みであるこ

とを申し添える。 

また、本通知の施行に伴い「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」(平成 29 年７月５日付け科発 0705 第３号・医政発 0705 号４号・健発

0705 第６号・薬生発 0705 第１号・障発 0705 第２号厚生労働省大臣官房厚生科

学課長・医政局長・医薬･生活衛生局長・社会･援護局障害保健福祉部長連名通知)

は廃止する。 
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記 

 

１．保健医療福祉調整本部の設置等について 

（１）設置 

被災都道府県は、当該都道府県に係る大規模災害が発生した場合には、速や

かに、都道府県災害対策本部の下に、その災害対策に係る保健医療福祉活動

（以下単に「保健医療福祉活動」という。）の総合調整を行うための本部（以

下「保健医療福祉調整本部」という。）を設置すること。なお、当該保健医療

福祉調整本部の設置については、当該保健医療福祉調整本部の設置に代えて、

既存の組織等に当該保健医療福祉調整本部の機能を持たせても差し支えない

こと。 

被災都道府県における保健衛生活動を行う災害時健康危機管理支援チーム

（以下「DHEAT」という。)・保健師チーム等の派遣調整については各都道府県

の担当課が行ってきたところであるが、保健医療福祉調整本部において、保健

医療活動チームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する情報連携、保健医療福

祉活動に係る情報の整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整を行うこ

と。 

（２）組織 

① 構成員 

保健医療福祉調整本部には、被災都道府県の医務主管課、保健衛生主管

課、薬務主管課、精神保健主管課、民生主管課（「災害時の福祉支援体制

の整備について」（平成 30 年５月 31 日社援発 0531 第１号厚生労働省社

会・援護局長通知。以下「平成 30年社会・援護局長通知」という。）に記

載する災害福祉支援ネットワークを所管する部署。）等の関係課及び保健

所の職員、災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネーター等の関

係者が参画し、相互に連携して、当該保健医療福祉調整本部に係る事務を

行うこと。また、保健医療福祉調整本部には、本部長を置き、保健医療福

祉を主管する部局の長、その他の者のうちから、都道府県知事が指名する

こと。 

② 連絡窓口の設置 

保健医療福祉調整本部は、保健所・DHEAT、保健医療活動チーム（災害

派遣医療チーム（DMAT）、日本医師会災害医療チーム（JMAT）、日本赤十字

社の救護班、独立行政法人国立病院機構の医療班、全日本医療支援班

（AMAT）、日本災害歯科支援チーム（JDAT）、薬剤師チーム、看護師チーム

（被災都道府県以外の都道府県、市町村、日本看護協会等の関係団体や医

療機関から派遣された看護職員を含む）、保健師チーム、管理栄養士チー
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ム、日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）、災害派遣精神医療チーム

（DPAT）、日本災害リハビリテーション支援協会（JRAT）、その他の災害対

策に係る保健医療活動を行うチーム（被災都道府県以外の都道府県から

派遣されたチームを含む。）をいう。以下同じ。）、その他の保健医療福祉

活動に係る関係機関（以下「関係機関」という。）及び災害福祉支援ネッ

トワーク本部（平成 30 年社会・援護局長通知に基づき都道府県が設置す

る、DWAT の派遣調整等を行う本部）との連絡及び情報連携を行うための

窓口を設置すること。 

この場合において、保健医療福祉調整本部は、関係機関との連絡及び情

報連携を円滑に行うために必要があると認めるときは、当該関係機関に

対し、当該関係機関の担当者を当該窓口に配置するよう求めることが望

ましいこと。 

③ 本部機能等の強化 

保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行う

ために必要があると認めるときは、被災都道府県以外の都道府県等に対

し、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）等に基づき、保健医療福

祉調整本部における業務を補助するための人的支援等を求めることが望

ましいこと。 

また、保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動を効果的・効率的に

行うため、被害状況、保健医療福祉ニーズ等について、厚生労働省災害対

策本部（厚生労働省現地対策本部が設置された場合にあっては、厚生労働

省現地対策本部。以下この③において同じ。）と緊密な情報連携を行うと

ともに、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行うために必要があると

認めるときは、厚生労働省災害対策本部に対し、必要な助言及びその他の

支援を求めること。 

 

２．保健医療福祉活動の実施について 

（１）保健医療活動チームの派遣調整 

① 保健医療福祉調整本部は、被災都道府県内で活動を行う保健医療活動

チームに対し、保健医療活動に係る指揮又は連絡を行うとともに、当該保

健医療活動チームの保健所への派遣の調整を行うこと。 

なお、災害発生直後においては、人命救助等に支障が生じないよう、保

健所を経由せず、被災病院等への派遣の調整を行う等、指揮又は連絡及び

派遣の調整（以下「指揮等」という。）について、臨機応変かつ柔軟に実

施すること。 
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② 保健所は、①によって派遣された保健医療活動チームに対し、市町村と

連携して、保健医療活動に係る指揮又は連絡を行うとともに、当該保健医

療活動チームの避難所等への派遣の調整を行うこと。 

③ 保健医療福祉調整本部及び保健所は、①及び②の指揮等の実施に当た

っては、救急医療から保健衛生等の時間の経過に伴う被災者の保健医療

福祉ニーズの変化を踏まえることに留意すること。 

④ 保健医療福祉調整本部及び保健所は、保健医療活動チームに対し、当該

保健医療活動チームが実施可能な活動の内容、日程、体制、連絡先等の情

報を予め保健医療福祉調整本部及び保健所に登録し、保健医療福祉調整

本部及び保健所の指揮等に基づき活動を行うよう求めること。 

（２）保健医療福祉活動に関する情報連携 

① 保健医療福祉調整本部及び保健所は、当該保健医療福祉調整本部及び

保健所の指揮等に基づき活動を行う保健医療活動チームに対し、適宜、当

該保健医療活動チームの活動の内容及び収集した被害状況、保健医療福

祉ニーズ等を報告するよう求めること。なお、報告の求めに当たっては、

以下の点に留意すること。 

ア 活動中の報告においては、特に、当該保健医療活動チームが対応す

ることができなかった保健医療福祉ニーズについて報告するよう求め

ること。 

イ 活動後の報告においては、特に、当該保健医療活動チームの保健医

療活動を他の保健医療活動チームが引き継ぐに当たって必要な情報を

報告するよう求めること。 

② 保健医療福祉調整本部及び保健所は、当該保健医療福祉調整本部及び

保健所の指揮等に基づき活動を行う保健医療活動チームに対し、避難所

等での保健医療活動の記録及び報告のための統一的な様式を示すこと。 

この場合において、医療、保健、福祉分野の横断的な情報連携に当たっ

ては、「令和元年度医療・保健・福祉と防災の連携に関する作業グループ

における議論の取りまとめについて（情報提供）」（令和２年５月７日厚生

労働省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室事務連絡）を踏まえ、

各分野の関係者が共通で把握しなければならない事項について、被災者

及び避難所に関するアセスメント調査票（別添１及び２）を参考にするこ

とが望ましいこと。また、被災者の診療録の様式については、「災害診療

記録 2018 報告書」（平成 30 年 11 月、災害時の診療録のあり方に関する

合同委員会）及びその様式（別添３）を、避難所の状況等に関する記録の

様式については「災害時の保健活動推進マニュアル」（令和元年、日本公
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衆衛生協会・全国保健師長会）及びその様式（別添４）を参考とすること

が望ましいこと。 

   ※別添２について、今後更新する可能性があるところ、厚生労働省ホーム

ページにおいて、常に最新の資料を掲載することから、使用に際しては、

同ホームページの確認をお願いする。 

    URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055967.html  
③ 保健医療福祉調整本部及び保健所は、保健医療活動チームに対し、保健

医療活動を効果的・効率的に行うために必要な被害状況、保健医療福祉ニ

ーズ等の情報の提供を行うとともに、保健医療活動チーム間の適切な引

き継ぎに資するよう、保健医療活動チームから報告を受けた情報の伝達

等を行うこと。 

④ 保健所は、市町村に対し、保健医療活動を効果的・効率的に行うために

必要な被害状況、保健医療福祉ニーズ等の情報の提供を求めるとともに、

保健医療活動チームから報告を受けた情報の伝達等により、避難所の状

況等、市町村が把握する必要がある情報の提供を行うこと。 

⑤ 保健医療福祉調整本部及び保健所は、被害状況、保健医療福祉ニーズ等

について、関係機関との緊密な情報連携を行うこと。また、必要に応じて、

災害福祉支援ネットワーク本部とも相互に情報連携を行うこと。なお、情

報連携の手段としては、 

ア  平成 24 年医政局長通知に基づき、保健所管轄区域や市町村単位

等で、災害時に保健所・市町村等の行政担当者と地域の医師会等の

医療関係者、救護班（医療チーム）等が定期的に情報交換すること

を目的として、保健所により設置される地域災害医療対策会議 

イ  平成 30 年社会・援護局長通知に基づき、都道府県の災害福祉支

援ネットワーク主管部局、保健医療部局、都道府県社会福祉協議会

及び社会福祉施設等関係団体等により構成され、平時における災害

福祉支援ネットワークの活動内容の検討及び災害時の情報共有等

を行う災害福祉支援ネットワーク会議 

   等が考えられる。 

（３）保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析 

① 保健所は、今後実施すべき災害時の保健医療福祉活動を把握するため、

市町村と連携して、（２）により収集した保健医療活動チームの活動の内

容及び被害状況、保健医療福祉ニーズ等の整理及び分析を行うこと。 

② 保健医療福祉調整本部は、①により各保健所が整理及び分析した情報

の取りまとめを行い、保健医療福祉活動の総合調整に活用すること。 
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＜参考＞ 

○保健医療活動チーム等の活動要領等 

・災害時健康危機管理支援チーム活動要領について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197835.html 

 ・災害時の保健師等広域応援派遣調整要領 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tiiki/index.html 

 

○関連通知・ガイドライン等 

 ・災害時の福祉支援体制の整備について 

  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-

Shakaiengokyoku-Shakai/0000209712.pdf 

・大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン

http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h30_02_13.pdf 
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市町村第１３６６号  
令和３年（２０２１年）３月４日  

 
熊本県市長会事務局長 様 
熊本県町村会事務局長 様 

 
熊本県総務部市町村・税務局市町村課長    

 
県内大規模災害時における県内市町村間応援職員派遣の調整に関 
する取扱いについて（通知） 

 平素より、県内の大規模災害時における被災市町村への応援職員の派遣調整

に関し、御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、今後起こりうる大規模災害に備えるため、被災市町村からの応援職員

の派遣要請に対し、より迅速かつ確実に対応することができるよう、貴会との

協議を踏まえ、県内市町村間における応援職員の派遣調整について、別添のと

おり取り扱うこととしましたので通知します。 
 つきましては、本取扱いの運用に御理解と御協力を賜りますとともに、県内

市町村に対してこの旨を周知いただきますようお願いいたします。 

 

【連絡先】 

創生復興連携班 担当：前川 

TEL：096-333-2106（内線：3404） 

Email：maekawa-k-db@pref.kumamoto.lg.jp 
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県内大規模災害時における県内市町村応援職員派遣の調整に係るスキーム（保健師以外）

②：被災市町村
からの要請内容
報告・派遣調整
依頼

被災市町村
その他市町村

県
市町村課
（派遣要請受付）

熊本県市長会

熊本県町村会

〔派遣可能者数の把握〕

〔派遣の調整〕

③：派遣可能者数
等の照会・派遣要
請

⑥-１：派遣要請に対する回答

⑦：派遣の実施

⑤：派遣要請
に対する調整
結果の回答

①：支援ニーズの報告・派遣要請

④：派遣可能者
数等の回答・派
遣申出

別添１

⑥-２：文書によ

る派遣調整結

果通知
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県内大規模災害時における県内市町村応援職員派遣の調整に係るスキーム（保健師）

③：被災市町村か

らの要請内容報

告・派遣調整依頼

被災市町村
その他市町村

県

熊本県市長会

熊本県町村会

〔派遣可能者数の把握〕

〔派遣の調整〕

④：派遣可能者数
等の照会・派遣要
請

⑦-１：派遣要請に対する回答

⑧：派遣の実施

⑥：派遣要請
に対する調整
結果の回答

市町村課
〔派遣要請受付〕

①：支援ニーズ
の報告・派遣要
請

⑤：派遣可能者
数等の回答・派
遣申出

別添２

⑦-２：文書に

よる派遣調整

結果通知

管轄
保健所

②：支援ニーズ
の報告

健康づくり推進課
〔派遣要請受付

（保健師）〕
連絡

・
調整

⑦-1'：情報提供
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県内大規模災害発生時における県内市町村間応援職員派遣の調整に関する取扱い 
 
 

令和３年（２０２１年）３月４日制定 
令和５年（２０２３年）４月２６日一部改正  

 
熊本県総務部市町村・税務局市町村課  

熊本県市長会  
熊本県町村会  

 
 
１．趣旨・目的 

この取扱いは、熊本県業務継続及び受援・応援計画第５章の４の（２）②「県内市町村の

派遣調整」に関し、熊本県内で大規模災害が発生した際の被災市町村と被災市町村以外の市

町村（以下「その他市町村」という。）間における応援職員の派遣調整について、必要な事

項を定めるものである。 
 
 
２．用語の定義 
（１）大規模災害 
    熊本県災害対策本部が設置される（注）規模の災害であり、かつ、県内の複数市町村

が甚大な被害をうける規模の災害。 
（注）熊本県災害対策本部の設置基準 
   ・ 県内で震度６弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 
   ・ 県内で大津波警報が発表された場合（自動設置） 
   ・ 県内に特別警報（ただし、地震動に関する特別警報を除く。）が発表された場合（自動設置） 

    ・ 災害が発生し、又は発生するおそれがあり、その規模及び範囲からして本部を設置し、応急対策を必要

とする場合 
 
（２）通常災害 
    （１）以外のもの。 
 
（３）応援職員の派遣 
    応援職員の派遣は、短期派遣とする。 
 
 
３．応援職員派遣の調整に係るスキーム 
（１）大規模災害（保健師以外を要請）の場合 
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（参照：別添１「県内大規模災害時における県内市町村応援職員派遣の調整に係るスキー

ム（保健師以外）」） 
① 被災市町村は、応援職員のニーズ（派遣期間、職種、業務内容、派遣人数等）につ

いて、別紙様式の（１）により、熊本県総務部市町村・税務局市町村課（以下「県市

町村課」という。）へ報告し、応援職員の派遣を要請する。 
② 県市町村課は、被災市町村からの要請を取りまとめ、熊本県市長会（以下「県市長

会」という。）及び熊本県町村会（以下「県町村会」という。）へ報告し、被災市町村

とその他の市町村間の応援職員の派遣調整について依頼する。 
③ 県市長会及び県町村会は、その他の市町村に対し、応援職員の派遣可能者数等を照

会する。併せて、応援職員の派遣を要請する。 
④ その他の市町村は、県市長会及び県町村会に対し、応援職員の派遣可能者数等を回

答する。併せて、職員派遣が可能な市町村は、派遣の申出を行う。 
⑤ 県市長会及び県町村会は、被災市町村からの派遣要請内容を踏まえ、派遣を申し出

たその他の市町村の中から、応援職員を派遣する市町村を決定し、別紙様式の（２）

により、県市町村課へ回答する。 
⑥ 県市町村課は、派遣の調整結果について被災市町村へ回答する。また、県市長会及

び県町村会は、派遣決定したその他の市町村に対し、派遣の調整結果を文書により通

知する。 
⑦ 文書による派遣の通知を受けたその他の市町村は、応援職員の派遣を実施する。 
※上記スキームに係る報告手段は、原則メール又はファックスによるものとする。ただ

し、災害の被害等により、当該手段による報告が困難な場合は、電話により報告する。 
 
（２）大規模災害（保健師を要請）の場合 
（参照：別添２「県内大規模災害時における県内市町村応援職員派遣の調整に係るスキー

ム（保健師）」） 
① 被災市町村は、応援職員のニーズ（派遣期間、職種、業務内容、派遣人数等）につ

いて、別紙様式（保健師用）の（１）により、管轄保健所へ報告し、応援職員の派遣

を要請する。 
② 管轄保健所は、被災市町村からの要請を取りまとめ、熊本県健康福祉部健康局健康

づくり推進課（以下「県健康づくり推進課」という。）へ報告する。 
③ 県健康づくり推進課は、管轄保健所からの報告を取りまとめ、県市町村課を通じて、

県市長会及び県町村会へ報告し、被災市町村とその他の市町村間の応援職員の派遣調

整について依頼する。 
④ 県市長会及び県町村会は、その他の市町村に対し、応援職員の派遣可能者数等を照

会する。併せて、応援職員の派遣を要請する。 
⑤ その他の市町村は、県市長会及び県町村会に対し、応援職員の派遣可能者数等を回

答する。併せて、職員派遣が可能な市町村は、派遣の申出を行う。 
⑥ 県市長会及び県町村会は、被災市町村からの派遣要請内容を踏まえ、派遣を申し出
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たその他の市町村の中から、応援職員を派遣する市町村を決定し、別紙様式（保健師

用）の（２）により、県市町村課へ回答する。 
⑦ 県市町村課は、派遣の調整結果について、県健康づくり推進課を通じて被災市町村

へ回答する。県健康づくり推進課は併せて管轄保健所に情報提供を行う。また、県市

長会及び県町村会は、派遣決定したその他の市町村に対し、派遣の調整結果を文書に

より通知する。 
⑧ 文書による派遣の通知を受けたその他の市町村は、応援職員の派遣を実施する。 
※上記スキームに係る報告手段は、原則メール又はファックスによるものとする。ただ

し、災害の被害等により、当該手段による報告が困難な場合は、電話により報告する。 
 
（３）通常災害の場合 

被災市町村において、近隣市町村または災害協定締結団体等との連携により対応する。 
 
 
４．各団体連絡先 

団体 電話 ファックス メールアドレス 担当所属 
熊本県 

市町村課 
096-333-2106 096-384-6561 shichouson@pref.kumamoto.lg.jp 創生復興連携班 

熊本県 
健康づくり推進課 

096-333-2210 096-383-0498 kenkousuisin@pref.kumamoto.lg.jp － 

有明保健所 0968-72-2184 0968-74-1721 tamahohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
山鹿保健所 0968-44-4121 0968-44-4123 kahohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
菊池保健所 0968-25-4138 0968-25-4126 kikuhohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
阿蘇保健所 0967-24-9036 0967-24-9031 asohohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
御船保健所 096-282-0016 096-282-3117 kamihohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
宇城保健所 0964-32-1207 0964-32-2426 uhohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
八代保健所 0965-33-3229 0965-33-6321 yatsuhohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
水俣保健所 0966-63-4104 0966-63-3289 ashihohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
人吉保健所 0966-22-3107 0966-22-3129 kuhohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
天草保健所 0969-23-0172 0969-22-0455 amahohoken25@pref.kumamoto.lg.jp 保健予防課 
熊本県市長会 096-331-0008 096-365-0707 mayors@kumapmps.jp － 
熊本県町村会 096-368-0011 096-368-0004 choson@c-kumamoto.gr.jp 総務課 
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被災市町村 番号
業務内容

※具体的に記載
職種 人数（人／日） 特記事項 応援市町村 人数（人／日） 特記事項

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

※特記事項には、当日の集合時間や持参物、派遣職員に求める経験等を分かりやすく記載すること。

→ 人／日

→ 人／日

→ 人／日

2 人／日 → 人／日

●●市
（町村）

1 人／日

3 人／日

4 人／日

【様式】
（１）要請内容　※被災市町村→県市町村課 （２）派遣決定　※県市町村課→被災市町村

令和●年●月●日　現在 令和●年●月●日　現在

従事場所
従事時間

集合・従事場所 受入れ側担当者
従事期間
従事時間

代表者
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被災市町村 番号
業務内容

※具体的に記載
職種 人数（人／日） 特記事項 応援市町村 人数（人／日） 特記事項

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

月
日

～
集
合

所属

職氏名

月
日

～
所属

職氏名

時
間

～
従
事

連絡先
時
間

～ 連絡先

※特記事項には、当日の集合時間や持参物、派遣職員に求める経験等を分かりやすく記載すること。

【様式（保健師用）】
（１）要請内容　※被災市町村→県健康づくり推進課（管轄保健所経由） （２）派遣決定　※県健康づくり推進課→被災市町村

令和●年●月●日　現在 令和●年●月●日　現在

従事場所
従事時間

集合・従事場所 受入れ側担当者
従事期間
従事時間

代表者

●●市
（町村）

1

□ 避難所等における被災者の
　健康管理
□ 在宅避難者の健康調査、健
　康管理
□ 被災地公衆衛生活動の統計
　・資料作成
□ 被災地市町村保健活動業務
　（ロードマップ作成支援、通常
　業務）
□ 被災地保健活動の企画調
　整業務
□ その他（　　　　　　　　　　　）

保健師 人／日

3

□ 避難所等における被災者の
　健康管理
□ 在宅避難者の健康調査、健
　康管理
□ 被災地公衆衛生活動の統計
　・資料作成
□ 被災地市町村保健活動業務
　（ロードマップ作成支援、通常
　業務）
□ 被災地保健活動の企画調
　整業務
□ その他（　　　　　　　　　　　）

保健師 人／日

4

□ 避難所等における被災者の
　健康管理
□ 在宅避難者の健康調査、健
　康管理
□ 被災地公衆衛生活動の統計
　・資料作成
□ 被災地市町村保健活動業務
　（ロードマップ作成支援、通常
　業務）
□ 被災地保健活動の企画調
　整業務
□ その他（　　　　　　　　　　　）

保健師 人／日

→ 人／日

2

□ 避難所等における被災者の
　健康管理
□ 在宅避難者の健康調査、健
　康管理
□ 被災地公衆衛生活動の統計
　・資料作成
□ 被災地市町村保健活動業務
　（ロードマップ作成支援、通常
　業務）
□ 被災地保健活動の企画調
　整業務
□ その他（　　　　　　　　　　　）

保健師 人／日

（活動体制）
□24時間もしくは長時間
□日中活動が中心
□夜間活動が中心
□その他（　　　　　　　　）

→

（活動体制）
□24時間もしくは長時間
□日中活動が中心
□夜間活動が中心
□その他（　　　　　　　　）

人／日

（活動体制）
□24時間もしくは長時間
□日中活動が中心
□夜間活動が中心
□その他（　　　　　　　　）

→ 人／日

（活動体制）
□24時間もしくは長時間
□日中活動が中心
□夜間活動が中心
□その他（　　　　　　　　）

→ 人／日
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被災市町村 番号
業務内容

※具体的に記載
職種 人数（人／日） 特記事項 応援市町村 人数（人／日） 特記事項

月
日

5月1日 ～ 5月15日
集
合

●●市役所（役場）
１階税務課執務室

所属

職氏名

税務課

係長　■■　■■

月
日

5月1日 ～ 5月15日
所属

職氏名

総務課

係長　■■　■■

時
間

8:30 ～ 17:15
従
事

●●市役所（役場）
１階税務課執務室

連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

時
間

8:30 ～ 17:15 連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

月
日

5月1日 ～ 5月31日
集
合

●●市役所（役場）
正面入口

所属

職氏名

総務課

補佐　■■　■■

月
日

5月1日 ～ 5月31日
所属

職氏名

総務課

係長　■■　■■

時
間

8:30 ～ 17:15
従
事

●●体育館 連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

時
間

8:30 ～ 17:15 連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

月
日

5月1日 ～ 5月31日
集
合

●●市役所（役場）
正面入口

所属

職氏名

総務課

補佐　■■　■■

月
日

5月1日 ～ 5月31日
所属

職氏名

総務課

係長　■■　■■

時
間

17:15 ～ 8:30
従
事

●●体育館 連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

時
間

17:15 ～ 8:30 連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

月
日

5月1日 ～ 5月15日
集
合

●●市役所（役場）
正面入口

所属

職氏名

総務課

補佐　■■　■■

月
日

5月1日 ～ 5月15日
所属

職氏名

総務課

係長　■■　■■

時
間

8:30 ～ 17:15
従
事

●●センター（災害
ゴミ仮置場）

連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

時
間

8:30 ～ 17:15 連絡先
▲▲▲▲-
▲▲-▲▲▲▲

※特記事項には、当日の集合時間や持参物、派遣職員に求める経験等を分かりやすく記載すること。

【記載例】
（１）要請内容　※被災市町村→県市町村課（保健師：県健康づくり推進課（管轄保健所経由）） （２）派遣決定　※県市町村課（保健師：県健康づくり推進課）→被災市町村

令和●年●月●日　現在 令和●年●月●日　現在

従事期間
従事時間

集合・従事場所 受入れ側担当者 代表者

3人／日
・派遣職員については、３日
で交代予定

2

避難所運営業務（昼間）

【詳細】
●●市（町村）職員とペアにな
り、避難所運営に従事。

事務 ２人／日

・業務引継ぎのため８：００集
合
・上履き、昼食持参
・集合場所から従事場所へ
の移動は●●市（町村）公
用車で移動

→

1

罹災証明書関係業務

【詳細】
●●市（町村）職員とペアにな
り、被災家屋の調査業務に従
事。応援職員は、主に補助業務
に従事。

事務 3人／日

・事前説明のため８：００集
合
・家屋調査業務のため経験
者又は税務経験職員を希望
（不可の場合、経験なしでも
可）
・同職員が最低でも３日継続
して派遣希望
・長靴、昼食、カメラ持参

・派遣職員については、２日
で交代予定

●●市
（町村）

2人／日
・派遣職員については、１週
間で交代予定

●●市
（町村）

2人／日
・派遣職員については、１日
で交代予定

●●市
（町村）

2人／日

●●市
（町村）

従事期間
従事時間

4

災害ゴミ処理関係業務

【詳細】
自衛隊のゴミ搬出作業に係るサ
ポート業務（車両誘導、小型ゴミ
の荷下ろし等）に従事。

事務 ２人／日

・事前説明のため８：００集
合
・長靴、ヘルメット、軍手持参
・集合場所から従事場所へ
は各団体公用車等で移動

→

3

避難所運営業務（夜間）

【詳細】
●●市（町村）職員とペアにな
り、避難所運営に従事。

事務 ２人／日

・業務引継ぎのため１６：４５
集合
・上履き、夜食持参
・集合場所から従事場所へ
は●●市（町村）公用車で移
動

→

→
●●市
（町村）
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災害時に派遣される支援チーム（主なもの） 
 ※災害時の保健活動推進マニュアル（日本公衆衛生協会／全国保健師長会）P154～156 参照  
 

チームの種類 主な活動 
ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム） ・被災現場での救急治療、がれきの下での医療 

・被災現場から医療機関への患者搬送時の診療

など 
ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） ・被災者のこころのケアに関する支援など 
ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チー

ム） 
・地域住民の医療、健康管理、公衆衛生対策な

ど 
ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援

チーム） 
・保健所の保健衛生活動の支援など 
 

災害支援ナース ・被災者の健康管理や健康相談、感染症予防活

動など 
ＪＤＡＴ（災害時歯科医療チーム） ・被災者の歯科診療や口腔ケアに関する相談指

導など 
ＪＤＡ－ＤＡＴ（日本栄養士会災害支

援チーム） 
・被災者の栄養に関する相談や指導など 

ＪＲＡＴ（大規模災害リハ支援関連団

体協議会）等リハビリチーム 
・被災者の生活不活発病による機能低下の防止

に関する活動など 
ＤＣＡＴ（災害派遣福祉チーム） ・避難所等における高齢者・障害者のケアに関

する支援など 
その他（上記以外で、熊本地震で活動された主な医療チーム等） 
・ＤＭＡＴロジスティックチーム   ・日本集団災害医学会 
・日赤救護班            ・知事会救護班 
・独立行政法人国立病院機構医療班  ・ＨｕＭＡ（災害人道医療支援会） 
・ＴＭＡＴ（徳洲会災害医療チーム） ・国境なき医師団 
・ＡＭＤＡ（認定特定非営利活動法人アムダ） 
・ＡＭＡＴ（全日本病院協会災害時医療支援活動班） 

・ＪＣＨＯ（独立行政法人地域医療機能推進機構） 
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災害時保健活動に用いる啓発用資料等
　★専門職用の資料
　◇住民、関係者等への普及啓発用

（１）避難所の衛生管理（トイレ、炊き出し等）

◇衛生－１　　 みんなのトイレ　みんなできれいに気持ちよく（ポスター） 76

◇衛生－２　　 多くの方が使用するトイレの清掃　５つのポイント（チラシ） 77

◇衛生－３　　 トイレ掃除チェックリスト 78

◇衛生－４ 炊き出しチェック表 79

◇衛生－５ 炊き出しをする皆様へ（チラシ） 82

◇衛生－６ 避難所へ食料を提供される方へ（チラシ） 83

◇衛生－７ 避難所食中毒対策住民向け（チラシ） 84

（２）健康

★健康－１　　 熱中症予防と対策についての指針（2016.5.26　Ｖｅｒ.1） 85

◇健康－２　　 熱中症予防に関するお願い（周知依頼） 87

◇健康－３　　 避難所等における熱中症対策チェックリスト 88

◇健康－４ 災害時の熱中症予防（チラシ） 89

◇健康－５ 避難所での集団生活での注意事項（チラシ） 93

◇健康－６ エコノミークラス症候群予防（チラシ） 94

◇健康－７ 食事バランス・食中毒について（チラシ） 97

◇健康－８ 普通の食事が食べられない方はご連絡ください（チラシ） 99

◇健康－９ 口腔ケア・口の体操（チラシ） 100

◇健康－１０ 注意！避難生活での体調を崩さないために（チラシ） 103

◇健康－１１ 仮設住宅でのカビ注意喚起（リーフレット） 104

（３）感染症

◇感染症－１ 避難所管理者用感染症予防（チラシ） 105

◇感染症－２ 避難されている皆様へ～感染予防のための９か条（チラシ） 107

◇感染症－３ マメに　正しい手の洗い方（チラシ） 108

◇感染症－４ がれき撤去における感染予防（チラシ） 109

★◇感染症－５ 110

★感染症－６ 111

★感染症－７ 116

避難所における体調不良者への対応マニュアル

避難所における感染症発生時の対応原則スキーム

避難所生活における感染予防チェックリスト
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（４）こころのケア

◇こころ－１ くまモンと、前へ～震災後のこころのケアについて～ 118

◇こころ－２ 被災された方へ 130

◇こころ－３ 被災した子どもに接する周囲の方へ 131

◇こころ－４ 被災されたお子さんをお持ちのご家族の方へ 132

◇こころー５ 今も頑張っているあなたに 133

（５）高齢者

★高齢－２ 避難所での認知症の人と家族支援ガイド（リーフレット） 135

◇高齢－３ 避難所での認知症の人や高齢者の健康管理（チラシ） 139

◇高齢－４ 生活機能低下を防ごう！みんなで「生活不活発病」の予防（チラシ） 141

（６）共通

★共通ー１ 避難所を訪問される保健師等専門職の方へ（依頼文・注意事項） 145
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多くの方が使用する

トイレの清掃 ５つのポイント

１ そうじをする方の身支度と準備
使い捨ての手袋・マスク・
（あれば）エプロンをつけましょう

２ 消毒液の準備
避難所にある消毒液を使う、またはハイタ―などを薄めて
作ります（バケツの水5リッターに５％ハイタ―約20cc）

３ まず、みんなが触れる場所の清掃
ぼろきれやペーパーに消毒液をひたし、ドアノブ・ 取っ手・電気
のスイッチ・手すり・水洗レバー・水道 の蛇口をふき取ります。
*トイレが複数ある場合はまとめて先に行います。

４ 次に、便器周りの清掃
汚れはブラシで落とし、フタ⇒便座⇒便器の順でふき取ります。
便器に使用したぼろきれ・ペーパーはそのまま捨てましょう。

５ 手袋をはずして手を洗いましょう︕
その他、掃き掃除やごみ袋の交換、トイレットペーパーの補充などを行います。

窓を開け
て換気し
ましょう︕

資料：兵庫県「避難所におけるトイレ対策の手引き」 等 〇〇保健所
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避難所名：

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

ドアノブ（出入口）

ドアノブ（個室）

手すり

ペーパーホルダー

フタ

便器

手指消毒剤

悪臭対策

詰まり

トイレットペーパー
補充

換気

ゴミ箱

清掃者

点検者

トイレ掃除チェックリスト トイレは１日１回清掃しましょう！

・・・ジアクリーン泡１０００でのふき取りをお願いします。金属部分は最後に水拭きしましょう。
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炊き出しチェック表 
あらかじめ下記にご記入のうえ、当日ご持参ください。 

①避難所名  

②団体名  

③責任者  

④連絡先  

⑤提供日時   年  月  日（  ）   時  分から   時  分まで 

⑥提供メニュー 
（全て記載ください） 

 と 予定食数 

※提供可能なものは、①加熱した食品・②皮付きの果物・③市販の加工食品のみです。

メニュー（                            ） 

食 数 （                            ） 

⑦調理従事者数          人 

⑧車の台数         台 

【注意事項】 事前に申し出たメニュー以外は提供しないでください。 
        詳しくは「炊き出しチェックＱ＆Ａ」をご確認ください。 
 

★当日、調理作業前に炊き出しに従事する方全員で点検してください。 

（健康チェックで 1つでも該当する方は、調理・配膳に従事できません。） 

点検項目 点検結果 

下痢、発熱の症状はありませんか？ □なし      □あり（  人） 

手指に傷はありませんか？ □なし      □あり（  人） 

指輪は外していますか？ □外している   □外していない（  人） 

衣服は清潔ですか？ □清潔      □不清潔 

爪は短く切っていますか？ □短い      □長い 

毛髪が落ちないようにしていますか？ □はい      □いいえ 

★避難所責任者が点検してください。   責任者氏名（             ） 

 

 

 

 

問い合わせ先：〇〇町保健福祉センター（TEL     ）・〇〇保健所衛生環境課（TEL    ） 

 

健康チェックで問題のある人はいませんか □いない    □いる（→調理や配膳はできません）  

提供食品は、全て加熱調理品ですか 
□加熱調理品のみ 

□加熱しない調理品あり（→提供できません） 

経過記入欄  メニュー変更  □無し  □有り（                 ） 
        問い合わせ等  □無し  □有り（                 ） 
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炊き出しされる方へ 
避難所で炊き出しをする場合の炊き出しチェック Q＆A 
                 平成 28 年 5 月 27 日作成 
炊き出し全体 
Q．どんな食品だったら炊き出しで提供できますか。 

A．提供直前に加熱したものを提供してください。 
（前日調理したものは提供できません。） 
避難所には、乳幼児や高齢者、持病のある方など様々な方がおられるため、衛生管理には特に

注意が必要です。 
また、避難所での生活が長くなると抵抗力が落ちる方も増えてきます。 
食中毒予防の徹底を図るために、生ものの提供は行わないでください。         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○提供できるもの 

・加熱した食品（中心部まで十分に火を通してください。） 
（例）味噌汁（薬味のネギも加熱してください。） 

ゆで卵、卵焼き、オムレツ、親子丼、かつ丼、丼物（半熟のものは提供しない。） 
焼肉（中心部まで十分に火を通してください。） 

・皮付きの果物 
  （例）バナナ、みかん 
・市販されている加工食品（要冷蔵品は、必ず冷蔵保存してください。） 
  （例）缶詰、レトルト食品、氷菓・アイスクリーム 
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Q．家庭で調理したものを提供してもいいですか。 

A．家庭で事前に調理したものは提供できません。 

当日、その場で調理して提供してください。 

 
Q．調理終了後概ね何時間で食べ終わらなければいけないのですか。 

A．食中毒予防のため、概ね 2 時間以内で食べさせてください。 
2 時間以上たったものは廃棄してください。 
なお、残ったものを次の食事で再加熱して提供することはしないでください。 
 

ごはん 
Q．炊いたご飯を発砲スチロール容器に入れて持参してもいいですか。 

A．できません。発砲スチロール容器に炊きたてのご飯を入れて長時間保管すると、 
水滴が発生するなど食中毒の危険性が高まります。 

 
Q．おにぎりの提供はできますか。 

A．素手でにぎらず、使い捨て手袋やラップを使ってにぎってください。 
また、おにぎりを配る際にも、素手で直接触らないようにしてください。 

  保管箱などに一時的に保管する場合は、よく冷ましてから保管してください。 
 
大鍋の加熱 
Q．カレーや汁ものなどの大鍋の加熱はどのようにしたらいいですか。 

A．しっかりと火が通るように、全体をよくかき混ぜながら加熱してください。 

特に、肉類は中心部まで火を通してください。 

また、必ず提供当日に調理してください。 

 
うどん･ラーメン等のトッピング 

Q．うどんやラーメンのねぎやショウガは少量なので、使ってもいいですか？ 
A．少量でも生ものは提供出来ません。 

  提供する場合は、その場で湯通しするなどの処理をしてください。 
 
相談先 
Q．衛生面や献立・栄養のバランスなど、困った時はどこに相談したらよいですか。  

A．衛生面については御船保健所へ、献立や栄養のバランス等については、益城町 
保健福祉センター「はぴねす」まで、お気軽にご相談ください。 

  
 
 

 
  
 

 

相談及び問合わせ先  
（衛生管理）〇〇保健所 衛生環境課           ☎ 
（献立や栄養）〇〇町保健福祉センター      ☎ 
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炊き出しをする皆様へ 
気温が高くなってきているので、食中毒予防のため、以下のことを必ず守ってく

ださい。 

 

◆調理前 

□加熱していない食品は、出さないこと。 
＊生野菜（きゅうり、トマト、レタスなど）、刺身、生肉、カットフルーツ、かき氷、

アイスクリーム等は出さないこと。 

□下痢、発熱、手指に傷のある方は調理、 

配膳を行わないこと。 

＊調理、配膳の前に、下痢、発熱、手指に傷がないか健康チェックをすること。 

 

◆調理中 

□調理の前には、よく手を洗うこと。 
＊もし、水が十分確保できない場合は、ウエットティッシュでよく拭いた後、アル

コール消毒をすること。使い捨て手袋を着用すること。 

 

□調理中も、こまめに消毒すること。 

＊調理台にアルコール消毒薬をおくこと。 

 

□材料は、クーラーボックス（保冷剤入り）に保管すること。 
＊クーラーボックスに入れられない場合は、直射日光の当たらないところに保管す

ること。 
 

□調理後、概ね 2 時間を超えたものは、提供せずに廃棄する

こと。 

＊早めに食べるように伝えること。   

〇〇保健所衛生環境課（TEL     ）・〇〇町保健福祉センター（TEL     ） 
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避難所へ食料を提供される方々（ボランティア､協力業者等）へ 

〇〇保健所からのお知らせ 
避難者の方々への食事提供、ありがとうございます。炊き出しや救援物資の支給な

どを行う場合は、食中毒を予防するため、以下の内容を守るようにお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   〇〇保健所衛生環境課 

ＴＥＬ：〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇    

◎こまめに手を洗いましょう。水がない場合はこまめに

手指の消毒をしましょう。 

◎おにぎりを握る時は、素手ではなくラップを用いて握

りましょう。 

◎調理品はしっかり加熱しましょう。水は飲用できる水

を使用しましょう。 

◎調理器具は清潔なものを使用し、使用後は洗浄しまし

ょう。水がない場合は使用後に汚れを取り、きちんと

消毒しましょう。 

◎調理場には消毒薬を備えて、すぐに使えるようにしま

しょう。 

◎要冷蔵、冷凍品については、適正に保存するとともに、

野菜・果物等は冷暗所に置くなど温度管理に注意しま

しょう。 

◎配った食品は早めに食べてもらうようにしましょう。 

◎食物アレルギーをお持ちの方もいるので、原材料等の

情報提供をしましょう。 
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熊本県健康危機管理課からのお知らせ 

避難されている皆様へ 
 

 

 

気温が徐々に上昇し、食中毒が発生しやすくなっています。 

食中毒を予防するために、以下の取扱いに注意しましょう。 

 

１ 消費期限内に食べる 

（１）消費期限は、お弁当や洋生菓子など、傷みが早い食品に

表示してありますので、必ず消費期限内に食べましょう。 

（２）一度開封したら、表示されている期限より早めに食べる

ようにしましょう。 

（３）消費期限切れのおにぎり、パンなどはもったいないです

が、食べないようにしましょう。 

 

2 食品の温度管理 

（１）食品の劣化や腐敗等を予防するため、冷蔵庫や清潔で日 

の当たらない涼しいところに保管しましょう。 

（２）加熱が必要な食品は、中心部までしっかり加熱して食べ 

ましょう。 

 

3 その他  

（１）具合が悪くなった場合は、早めに医師等に相談しましょ

う。 

 

連絡先：熊本県健康危機管理課 096-333-2247 

もしくはお近くの保健所へ 
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熱中症の予防と対策についての指針(2016.5.26 Ver.1) 作成：熊本県医療救護調整本部 

 

避難所管理者の方へ 

いつ熱中症注意のアナウンスを行うか？ 

 

・暑さ指数（WBGT）警戒レベル以上の各段階を超えた時点で、注意喚起のアナウンス

をお願いします。また、警戒レベル以上が長時間継続している場合は、定期的にア

ナウンスをお願いします。それ以外でも湿度が高い、部屋の一部だけ温度が高いな

ど、必要と考えられる際には注意を促してください。 

 

・スポーツドリンクと経口補水液は、通常の物資と同様に注文することができますの

で、十分な数の確保をお願いします。 

 

・保健師の巡回は限られます。避難所管理者の方におかれましても、以下の内容をご

確認ください。 

 

避難所巡回をされる保健師の方へ 

熱中症の有症状者にはどのように対応すべきか？ 

・チェック表（別添）を使用し、有症状者を拾い上げてください。 

（チェック表は必要に応じて、管理者の方やご家族の方にも配布してください。） 

・症状の強い方がいらっしゃった場合は、まず医療機関受診の手続きをとってくださ

い。 

・熱中症の症状で対応した場合は、日報でご報告ください。 

 

熱中症の予防・治療には何を飲むよう指導すれば良いか？ 

・予防の観点からはスポーツドリンクの頻回の摂取でも問題ありません。ただし、ス

ポーツドリンクは塩分が少なく、糖分が多いことを認識しておいてください。 

・梅昆布茶やみそ汁などもミネラル・塩分が含まれており、予防に有効です。 

・高齢者は脱水に自分で気づきにくく、塩分が少ない嗜好があり、自分では水分を摂

っているつもりでも結果的に電解質が不足する場合もあります。経口補水液などを

定時にのむ習慣も予防につながります。 

・症状が出ている時や、単に予防したい時は、経口補水液（OS-1 など）のみの摂取で

はなく、スポーツドリンクの併用が望ましいです。 

※「日本救急医学会 熱中症診療ガイドライン 2015」一部参照 
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熱中症の予防と対策についての指針(2016.5.26 Ver.1) 作成：熊本県医療救護調整本部 

 

熱中症 チェック表 
～どなたでも熱中症チェックができます！～ 

 

該当する項目はありませんか？あったら早めに保健師、医療機

関へ相談してください。  
 

熱中症は温度だけではなく、湿度とも大きく関係しています。日中に限ったものでは

なく、夜間でも十分起こりえます。 

□ 意識がおかしい 

□ 痙攣 

□ 倦怠感・虚脱感 

□ 判断力が低下している 

□ 頭痛 

□ 嘔吐 

□ めまい 

□ 立ちくらみ 

□ 生あくび 

□ 汗が止まらない 

□ 筋肉痛がある 

□ こむら返りしやすい 

□ 尿の回数や量が低下している 
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〇〇年〇月○〇日  

 

 

市町村災害対策本部 御中 

 

熱中症予防に関するお願い 
 

 この度の○○により避難生活が長期化してきておりますが、これから夏にかけて、気温

が上昇していくと熱中症の発生が増えていきます。暑さが本格化する前から熱中症予防に

御留意ください。 

特に、今回の○○の影響で車やテントに避難されている方や被災地でボランティアや被

災者支援に従事される方などは、十分にご注意ください。 

熱中症を予防するためには、まず、こまめに水分を摂ることが大切です。喉が渇いてい

なくても１時間毎に水分補給をするなどして、一日１．５リットルを目標に、水分をとる

ように心がけてください。 

 屋外作業時には、暑さを避けるために帽子を着用し、日陰を確保して、一定時間毎に休

憩を取ることも有効です。 

 また、熱中症は室内でも多く発生します。エアコンや扇風機、うちわを使用するなどし

て、体内に熱がこもらないようにしてください。 

  

＜被災者支援に従事される方へのお願い＞ 

 ・「経口補水液」の確保 

活動拠点における十分な飲料（水やお茶など）の確保と併せて、脱水症状等がある場

合に摂取できる「経口補水液」の確保をお願いします（通常の物資と同様に注文でき

ます）。なお、○○保健所、○○保健所、○○保健所、○○保健所、○○保健所には、

別途、経口補水液を配備しておりますので、急を要する場合は、ご相談ください。 

 

・「経口補水液」の保管場所の確認 

確保した「経口補水液」は、脱水症状等がある方にすぐに使用できるよう、保健師等

を中心に、避難所の関係者全員で保管場所等をご確認ください。 

 

・「経口補水液」の使用上の留意点 

別添「経口補水液（ＯＳ－１）の摂取に関して」の内容を、従事者間で共有すると共

に、「熱中症チェック表」は、保健師等が行う健康管理にご活用ください。 

 

（問い合わせ先） 

熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課 〇〇、〇〇 

〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6-18-1 

TEL：096-333-2208 内線 7074  FAX：096-383-0498  

 
周知依頼 
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避難所等における 
熱中症対策チェックリスト 

～必ずご確認ください！～ 

 

□ 熱中症予防のポスターの掲示をしている。 

□ 熱中症予防に関する啓発アナウンスを実施している。 

□ うちわの配布などを実施している。 

□ 室温や湿度、暑さ指数などをこまめに確認している。 

 

＜熱中症が疑われる人を見かけたときのために＞ 

□ 扇風機やエアコンなど涼しい場所を確保している。 

□ 保冷剤､氷､冷たいタオルなど、体を冷やすものを確保している。 

□ 避難所に、水分・塩分、経口補水液が十分に確保されている。 

□ 避難所支援従事者全員に以下の知識がある。 

□ 熱中症の症状を知っている。 

□ 高齢者や子ども、障害者・障害児は特に注意が必要である。 

□ 経口補水液の適切な使い方を知っている。 

□ 経口補水液の保管場所を知っている。 

□ 自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼ぶ。 

 

すべてチェックを付けることができましたか。熱中症は、場合に

よっては死亡するケースもあります。皆さんで熱中症予防・対策に

努めましょう！ 
 

熊本県健康づくり推進課 
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熱中症は、死に至る可能性のある重篤な病気ですが、適切な予防・ 対処を 行えば、防ぐこ と

がで き ま す。 災害時には、慣れな い 環境や作業で 熱中症のリ スク は高く なり ま すので、 

お互いに声を かけながら 、十分に注意し まし ょ う 。

① 暑さ を 避けまし ょ う
 涼し い服装、日傘や帽子、また、在宅避難等の場合はク ーラ ーの積極的な活用を。

 停電が長引く 可能性がある 場合、特に高齢者、こども 、障害者の方々は、

 　 　 　 　  　冷房設備が稼働している避難所への避難も 検討し まし ょ う 。

② のどが渇いていなく ても こまめに水分・ 塩分をとり まし ょ う

③ 暑さ に関する情報を 確認し ましょ う
 身の回り の気温・ 湿度・ 暑さ 指数（ W BGT）（ ※） の確認を。

    「 熱中症警戒アラ ート 」（ 令和3 年度から 全国展開） も 活用を。

◆ 被災や避難生活に伴う 疲労・ 体調不良・ 栄養

不足等により 熱中症のリ ス ク が高く な る

可能性があり ます。避難生活では普段以上

に体調管理を心掛けましょ う 。

◆ 高齢者、こ ど も 、障害者の方々は特に注意

し ましょ う 。

◆ 作業開始前には必ず体調を 確認し 、体調が

悪い場合は作業を行わないよう にしましょう 。

◆できるだけ2 人以上で作業を行い、作業中は

お互いの体調を確認するよう にしましょ う 。

◆ 休憩・ 水分・ 塩分の補給は、一定時間毎に

と るよう にし まし ょ う 。また、休憩時には、

日陰等の涼し い場所を 確保し ましょ う 。

◆ 暑い時間帯の作業は避けましょ う 。

◆汗をかいた時は水分・ 塩分の補給も 。

※やむを得ず車中泊をする場合、車両は日陰や

風通し の良い場所に駐車し ましょ う 。車用の

断熱シート 等も 活用し ましょ う 。また、乳幼

児等を 車の中で 一人にさ せないよう にし ま

しょ う 。夜間等寝ると きはエンジン等をつけ

たままにすること は避けましょう 。

※「 暑さ 指数（ W BGT） 」 気温・ 湿度・ 輻射（ ふく し ゃ） 熱から なる熱中症の危険性を 示す指標。

全国の暑さ 指数（ W BGT） や、熱中症予防に関する詳し い情報は…

環境省熱中症予防情報サイト： h ttp s ://w w w .w b g t .e n v .g o .jp /
内閣府 消防庁 厚生労働省 環境省

1．熱中症を 予防するためには…

避難生活における注意点 片付け等の作業時の注意点

災害時の熱中症予防
～避難生活・ 片付け作業時の注意点～

内　 閣　 府

消　 防　 庁

厚生労働省

環　 境　 省
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いいえ

はい

熱中症の応急処置

チェ ッ ク1 熱中症を疑う 症状が
あり ますか？

（ めまい・ 失神・ 筋肉痛・ 筋肉の硬直・ 大量の発汗・
頭 痛・ 不 快 感・ 吐き 気・ 嘔 吐・ 倦 怠 感・ 虚 脱 感・
意識障害・ けいれん・ 手足の運動障害・ 高体温）

救急車が到着するまでの間に

応急処置を始めましょう 。呼び

かけへの反応が悪い場合には

無理に水を 飲ませてはいけま

せん

氷のう 等があれば、首、脇の下、

足のつけ根を 集中的に冷やし

ましょう
大量に汗を かいてい

る場合は、塩分の入っ

たスポーツド リンクや

経口補水液、食塩水

がよいでしょう

本人が倒れたとき の状況を知っている人が

付き添って、発症時の状態を伝えましょう

チェ ッ ク2 呼びかけに応え
ますか？

涼し い場所へ避難し 、
服をゆるめ体を冷やす

涼し い場所へ避難し 、
服をゆるめ体を冷やす

そのまま安静にし て
十分に休息をとり 、
回復し たら 帰宅し ましょう

救急車を呼ぶ

水分・ 塩分を補給する

すみやかに
医療機関へ

症状がよく なり
まし たか？

チェ ッ ク3 水分を自力で
摂取できますか？

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

もし 、あなたのまわり の人が熱中症になってしまったら ……。
落ち着いて、状況を確かめて対処しましょう 。最初の措置が肝心です。

チェ ッ ク4

「 熱中症警戒アラ ート（ ※）」 は環境省のLIN E公式アカウント で確認すること ができます。
   ※熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測さ れる日に発表する情報。令和3 年度から全国展開。

2 ．熱中症が疑われると きには…

・ 上着を脱がせ、服をゆるめて風通し を良く する。

・ 皮膚に濡らしたタ オルやハンカチをあて、う ちわや扇風機であおぐ。

・ 服の上から 少しずつ冷やし た水をかける。

・ 氷のう や冷えたペット ボト ルなどを、首、脇の下、足のつけ根に

  あてて冷やす。

体温を効果的に下げるための方法の例

Q Rコ ード ➡
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熱中症警戒アラート 発表時は  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   を!

●昼夜問わずエアコン等を

　 使用して温度調節をしましょう 。

※環境省熱中症予防情報サイト： https://w w w .w bgt.env.go.jp/

W BGT

3 1

エアコンを適切に
使用しましょう

●熱中症を予防するためには暑さを
　 避けることが最も重要です。

●不要不急の外出はできるだけ
　 避けましょう 。

外出はできるだけ控え、
暑さを避けましょう

●身の回りの暑さ 指数（ W BGT） に応じ て

　 屋外やエアコン等が設置されていない屋内

　 での運動は、原則、中止や延期をしましょう 。

外での運動は、原則、
中止／延期をしましょう   

●熱中症を予防するためには暑さを

　 避けることが最も重要です。

●不要不急の外出はできるだけ避けましょう 。

暑さ 指数（ W BGT）を
確認しましょう   

●高齢者、こども、持病のある方、肥満の方、
　 障害者等は熱中症になりやすい方々です。
　 これらの熱中症のリスクが高い方には、
　 身近な方から、夜間を含むエアコンの使用や
　 こまめな水分・ 塩分補給等を行うよう、声をかけましょう。

熱中症のリスクが高い方に
声かけをしましょう   

●のどが渇く 前にこまめに水分・ 塩分を

　 補給しましょう 。（ １日あたり 1.2Lが目安）

●涼しい服装にしましょう 。

普段以上に「 熱中症予防行動」
を実践しましょう   

徹 底 し た 予 防 行 動

熱中症警戒アラート
全国運用中！

熱中症警戒アラート は、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の

前日夕方または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。

発表された情報はテレビ、防災無線、SNSを通じて発信されます。

学校やイベント の管理者等においては現場に応じた対応策をあらかじ め定め、

熱中症警戒アラート 発表時には速やかに実行してく ださい。

暑い環境で体温の調整ができなく なった状態で、めまいや吐き気、頭痛、失神等様々な症状をきたし、

最悪の場合は死に至る疾患ですが、下記のような予防行動を行えば防ぐことが出来ます。
熱中症とは

SNS

防災
無線

熱中症警戒
アラ ート 発表

NEW S//

報道機関
（ テレビ・ ラジオ）

○○県で熱中症警戒アラート が
発表されました。

明日は熱中症予防行動を
徹底しましょう。
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熱中症予防情報サイト： 熱中症警戒アラート・ 暑さ指数・ 熱中症予防に関する情報

高齢者等の屋内における熱中症対策の強化

●高齢者のための熱中症対策

政府の熱中症対策

管理者がいる場等における熱中症対策の促進

地域における連携強化

その他

●学校関係の熱中症情報 ●農作業中の熱中症対策

●熱中症に関連する気象情報

●災害時情報提供アプリ「 Safety tips」

●エアコンの早期の試運転
　 について

●ヒート アイランド 対策

環境省内閣府 こ ども 家庭庁 消防庁 厚生労働省

●スポーツの熱中症対策 ●防災における熱中症対策

For iPhoneFor Android

〈 リ ーフレット 〉

●夏季における熱中症による
　 救急搬送状況

●健康・ 医療関係の熱中症情報

●学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！職場における熱中症予防情報

●無理のない省エネ生活

気象庁国土交通省農林水産省文部科学省 観光庁スポーツ庁

マイボトルで

熱中症予防を！

経済産業省

〈 リ ーフレット 〉
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〇 エコノミークラス症候群とは 
 食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間
座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすく
なります。その結果、血の固まり（血栓）が血管の中を流れ、肺に詰
まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。 
 
〇 予防のために心掛けると良いこと 
 予防のためには、 
   ① ときどき、軽い体操やストレッチ運動を行う 
   ② 十分にこまめに水分を取る 
   ③ アルコールを控える。できれば禁煙する 
   ④ ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない 
   ⑤ かかとの上げ下ろし運動をしたりふくらはぎを軽くもんだりする 
   ⑥ 眠るときは足をあげる 
  などを行いましょう。 
 

〇 予防のための足の運動 

エコノミークラス症候群の予防のために 

（厚生労働省ホームページ）
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二 次 災 害 を 防
ぐ

た
め

に

N PO 法人 日本健康運動指導士会

水分をしっかり
とりましょう

ト イレが心配で飲み物を控

える方がいますが、水分を

補給すると 血液のめぐりが

よく なります。できるだけ水

分をとるようにしましょう 。

1 .

軽い運動をしましょう

睡眠時をのぞいて、1〜3 時間に1 回をめやすに、

スト レッチなどの運動をしましょう 。このリーフレッ

ト では、狭いスペースでできる手軽な体操を紹介

しています。ぜひ参考にしてく ださい。

2 .

エコ ノ ミ ーク ラ ス 症候群を予防する ために

普通のストッキングとは違い、足を圧迫するための特殊な編み方

の医療用ストッキングです。

下肢静脈の血流をよく する働きがあり、静脈瘤やリンパ浮腫の

治療にも使われます。

　 エコノミークラス症候群は、飛行機のエコノミークラス搭乗者に

多く 発症することが名前の由来となっています。発症すると呼吸

困難・ 窒息状態に陥り、状態が悪ければ突然死につながるため、

油断・ 軽視することはできません。

　 近年、大規模災害時の避難先において、水分不足や運動不

足などを原因とする発症が報告され、広く 知られるようになりまし

た。十分な水分補給と適度な運動を心がけ、発症を防ぎましょう。

● 水分を控えている人　 ● 車中泊をしている人

弾性ストッキングって？

弾性ストッキングをはいたほう がよい人

油断・ 軽視は禁物です！

弾性スト ッ キングを
はきましょう

医師や看護師からの

指示がある場合は、

弾性スト ッ キングを

はいてく ださい。

3 .

予
防
し
ま
し
ょ
う

エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
症
候
群
を

　 災害時の避難生活や長い距離の交通移動など、長時

間同じ 姿勢で座ったままでいると 、足の血流が悪く なり 、

静脈血栓と いう 血のかたまり ができてし まう こと があり

ます。こ れが血管を通って運ばれ、肺の動脈をふさ いで

しまう 症状がエコノミ ークラ ス症候群です。

　 災害時において二次災害ともいえるエコノミ ークラ ス

症候群。予防のための知識を平時から身につけて、発症

を防ぎましょう 。

新
潟
大
学
呼
吸
循
環
外
科

医
学
博
士

　
榛
沢

　
和
彦

N
P
O
法
人
日
本
健
康
運
動
指
導
士
会

新
潟
県
支
部

副
支
部
長

　
見
田

　
賢
一

監

修

適度な圧力を

与えることで、

下肢に血液が

溜まることを

防ぎます。

必要な水分補給量のめやすは、1 日に飲み水1 .2 ℓ

※1日に3 食を確保できる場合のめやすです。

　 運動量や気温、湿度などにより、調整が必要です。

普通に生活しているだけで、1日に約2 .5ℓ の水分が失われま

す。通常の量の食事でとれる水分や、体内でつくられる水分をあ

わせても、約1 .3ℓ のみ。そのため、1日に1 .2ℓ ほど（ 500㎖ペット

ボト ル約3本）の水分補給が必要です。

参考：厚生労働省「 健康のために水を飲もう 」推奨運動

1、2、1、2

1、2

、3
、4
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エ コ ノ ミ ー ク ラ ス 症 候 群 予 防 の た め の 運 動

深呼吸

「 1 、2 、3 、4 」 で息を吸い、

「 5 、6 、7 、8 」で吐きます。

2 回繰り返します。

も も の裏側のスト レッ チ

ひざを曲げずに、上体をゆっ

く りと前に倒します。

続けるう ちに指先と 床の距離が

少し ずつ縮まり 、効果を実感し や

すい体操です。

その場足踏み

「 1 、2 、1 、2 」と元気よく 、そ

の場で足踏みをします。

足もとを見ると姿勢が悪く な

るので、まっすぐ 前を見るよ

うにします。

深呼吸

「 1 、2 、3 、4 」で息を吸い、

「 5 、6 、7 、8 」で吐きます。

2 回繰り返します。

そけい部のスト レッ チ

両 足を 開 い てし ゃ が

み、ひじ でひざを 左右

に開く ようにします。

足首の曲げ伸ばし

両足を 前に伸ばし て 座り 、

左右の足首を交互に曲げた

り 伸ばしたりします。

「 1 、2 、1 、2 」とリ ズミ カ ル

に行いましょう 。

腕・ 肩のスト レッ チ

両手を組み、頭上に引き上げるよう

にします。

腕が耳の横に沿うように意識します。

手を内向きに組むスト レッ チから 始めて 、

慣れてきたら外向きに変えていってもよいで

しょう。

た た み 一 畳 の 広 さ で で き る

1 . 4 . 7 .

8 .5 .

6 .

2 .

❶ 伸びているところを

意識する

❷ 各体操は約1 6 秒間行う

❸ 痛みがある場合は

    無理をし ない

❹ 呼吸を止めない

体 操 の ポ イ ント

※ 声を出して数えながら行うと、呼吸を止めることなく 、リズミカルに体操できます。

ただし 、周囲の迷惑とならないように、可能な範囲で声を出すようにしましょう。

かかとは床に

つけたまま

首・ 肩のスト レッ チ

上体を動かさ ず、首だけを曲げ

ます。

軽く 伸びていることを感じ 、気

持ちいいと 思うく らいの力で、

左右1 回ずつ行います。

3 .

顔は前を

向いたまま

伸びている

ところ

伸びている

ところ

1、2、1、2

1、2、1、2

ひじは

軽く 曲げる

ひざは

できるだけ

高く 上げる

伸びている

ところ

内向き 外向き

手の組み方

1、2

、3
、4

5、6、7、8

1、2

、3
、4

5、6、7、8

伸びている

ところ
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熊本県○○保健所から、お食事についてお願いがあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サラダ、和え物、炒め物など        牛乳２００ml、ヨーグルト、チーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

カットフルーツ１パック イチゴ       水、お茶は毎食（コップ１杯程度）、 

バナナ、デコポンなど            コーヒー（お砂糖は控えめに）など 

 

 

 

 

 

 

 
お茶会タイム（１４～１５時頃）を 

設けてみてはいかがでしょうか 

食事バランス・食中毒について 

お食事で気をつけると 
よりバランスが良

くなります！ 
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ワンポイントアドバイス 
 

 

 

・よくかんで食べましょう。 

◎かたい食物が食べにくい方は別途ご相談ください 

・水分を忘れずに飲むようにしましょう。 

 

 

 

・お菓子、スポーツドリンクは食べる量と回数を決めましょう。 

・牛乳・乳製品は１日１～２回は必ずとるようにしましょう。 

・付け合わせの野菜は食べ忘れないように。 
 
 

 

 

・ふりかけや調味料は料理の味をみて使いましょう。 

・インスタント麺は、毎日食べないように。できれば汁は残しましょう。 

・野菜料理を食べられないときは、野菜ジュースを飲みましょう。 

 

 

 

・まず野菜料理から食べましょう。 

・よくかんで食べましょう。 

・お菓子、ジュース・ドリンク類は食べる量と回数を決めて。 

特に夜間は避けましょう。 

 

 

 

 

 

 

・お弁当や買ったおかずはなるべく早く食べましょう。 

・食べ残しと飲み残しは思い切って捨ててください。 

・短い時間でも直射日光の当たる場所・温度が上がる場所には放置しないようにしま

しょう。 

・食事の前は必ず石けんで手を洗いましょう。 

・タオルの共用はしないようにしましょう。 
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普通の食事が 

食べられない方は 

ご連絡ください 
必要な方は個別に対応いたします 

◆アレルギー対応食、乳児用ミルク・離乳食 

◆おかゆなど軟らかい物 

◆塩分制限、たんぱく制限、糖尿病食など 
 

連絡先：  

         電話番号： 
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歯みがき、お口のケアは
あなたの命を守ります！

肺炎を防ぐために
歯みがきを！

入れ歯をきれいにして
肺炎を防ぎましょう

ハブラシがないとき だ液を出す工夫を

水が少ないときの歯みがき

・お口が清潔でないと細菌が 増殖し、
肺炎になりやすく、全身の病気の悪化
につながります

・高齢者は特に注意が必要です

・お口を清潔に保つには入れ歯の
お手入れが大事です

・食後に入れ歯をきれいにしましょう

・夜寝るときは入れ歯をはずしましょう

・食後に少量の水や
お茶でうがいをします

・ハンカチやティッシュで
歯の汚れをとるのも
効果があります

・だ液はお口の中をきれいに保つ
はたらきがあります

・耳の下、ほお、あご
の下を手でもんだり、
あたためると、だ液
が出やすくなります

・約30mlの水を用意

・水でハブラシをぬらして
歯みがきします

・合い間にハブラシの汚れを
ティッシュでふきとります

・コップの水を少しずつお口に含み、
2～3回にわけて、すすぎます

・液体ハミガキ、
洗口液があれば、
水のかわりに
お使いください

（水でのすすぎは不要）

・うがい薬もお口を清潔に
保つのに効果的です

公益社団法人 日本歯科医師会
監修： 神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科 足立了平先生

提供：一般財団法人 サンスター財団、サンスターグループ
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注意！避難生活で体調を崩さないために

H○●．△ 熊本県健康福祉部 〇〇チーム

〇家族や周囲の人が声をかけあいながら、
喉が渇く前にこまめの水分補給をしま
しょう。
〇作業の合間など、休息をとりましょう。
〇特に車やテントの中などは暑くなりま
すので、暑さを避けましょう。

体調不良の
方が増えて
います！

避難生活では、不自由な生活の中、
無理をされがちです。
「何かおかしい？」日頃と違う

ちょっとした体調の変化に気づいたら、
医師や保健師等への早めの相談や医療
機関への受診を行いましょう。

早め、早めの
医師等への相談
医療機関受診

暑くなります。熱中症予防を！

〇口の中の汚れが原因でも「肺炎」が発症します。
〇食後の歯みがき、入れ歯は外して汚れをとる、水が十分にな
い場合はブクブクうがいなど、口の中を清潔にしましょう。
〇口の中の乾燥を防ぐため、食事のときは「だ液（ツバ）」が
でやすいようよく噛みましょう。

〇避難所での食事はパンやご飯などの炭水化物の割合が多く
なりがちです。高血圧や高血糖など持病がある方は、腹八分
目につとめ、塩分の取り過ぎやご飯の食べ過ぎ、塩分や糖分
の多い飲み物には注意をしましょう。
〇場合によっては、食事を残す（廃棄する）勇気を！

持病をお持ちの方、食事に注意

被災された皆様へ

肺炎予防のため 口腔ケア

熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
発災から1か月が経過し、不自由な避難生活の中、体調不良を訴える方が増えています。
健康を守るため、次のことに注意しながら生活しましょう。

〇冷暗所に保管、開封したら、保存せずにその場で食べるな
ど、食中毒に十分注意しましょう。

開封したらその場で食べるなど、食中毒予防

〇長時間同じ姿勢でいないよう、足の
指を動かす、歩くなど、体を動かしま
しょう。
〇弾性ストッキングを着用しましょう。

体を動かし、水分をとって
エコノミークラス症候群予防
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応急仮設住宅では、カビが発生しやすく、注意が必要！

カビ予防のポイントは ①除湿（乾燥）、②掃除です。
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避難所の管理者の方へ 

 

避難所での感染症に注意しましょう 

 

 災害時には、衛生状態の悪化等が予想されます。 

避難所では、集団生活に加え、避難者の体力の低下も考えられますので、日頃よりも衛生

管理に注意して、インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症を予防することが大切です。 

 各避難所において、以下の物品を常備し、トイレ後や食事前の手洗いに努めましょう。ま

た、トイレを清潔に保つため、定期的に清掃をしましょう。感染性胃腸炎（嘔吐下痢症）を

心配される場合は、次亜塩素酸ナトリウム液による拭き取りが効果的です。 

 

１ 手洗い  

液体せっけん（又は泡せっけん）、ペーパータオル、 

手指消毒用エタノール製剤 

 

 

 

２ トイレ清掃   

トイレ用洗剤、使い捨て手袋（必要時にはビニールエプロン）、サージカルマスク、環境

清掃用クロス等（ウエットティッシュ等）、便器内ブラシ、トイレ用ほうき、ちりとり、

次亜塩素酸ナトリウム液、ペーパータオルや布等、ゴミ袋 

 

 

～感染性胃腸炎のまん延防止のため、次亜塩素酸ナトリウム液による拭き取りを 

定期的に行いましょう！～ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

２度洗いすることで、

ほとんどの病原菌が

流れ落ちます！ 

目に見える汚れが無い場所 

０．０２％次亜塩素酸ナトリム液を浸し

たペーパータオルなどで、便座、ドアノ

ブ、カラン、蛇口など、人が触るところ

を拭き取ります。 

 

≪0.02%次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ液の作り方≫ 

 
水１Ｌ 家庭用塩素系漂

白剤（塩素濃度

5%）を５ｍｌ（ペ

ットボトルキャ

ップ１杯） 

目に見える汚れがある場所 

０．１％次亜塩素酸ナトリム液で消毒

します。 

 

≪0.1%次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ液の作り方≫ 

 
水１Ｌ 家庭用塩素系漂白

剤（塩素濃度 5%）

を２０ｍｌ（ペッ

トボトルキャップ

４杯） 
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避難所において感染症対策のために 

常備しておく物品 
 

以下の物品を常備し、衛生管理に注意して感染症対策に努めましょう。 

 

１ 手洗い  

・液体せっけん（又は泡せっけん） 

・ペーパータオル 

・手指消毒用エタノール製剤 

 

２ トイレ清掃   

・トイレ用洗剤 

・使い捨て手袋（必要時ビニールエプロン） 

・サージカルマスク 

・環境清掃用クロス等（ウエットティッシュ等） 

・便器内ブラシ 

・トイレ用ほうき 

・ちりとり 

・バケツ 

・次亜塩素酸ナトリウム液 

・ペーパータオルや布等 

・ゴミ袋 
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マメ に手洗い、 マメ にマスク でイ ンフ ルエンザ予防！ 
インフル 厚労省 検 索 ●さらに詳しい情報は・・・ 

マメに 
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平成 23 年 4 月 8 日

 

宮城県 疾病・感染症対策室

東北大学大学院医学系研究科 感染制御・検査診断学分野、臨床微生物解析治療学、

感染症診療地域連携講座、東北感染制御ネットワーク.

 

がれき撤去における感染予防のポイント 

-傷の化膿や破傷風について- 

■ 化膿症はどんな感染症なの？

傷の化膿症は、土や皮膚にいるばい菌が傷口で増殖し、痛みや発赤、膿がでたり

します。

■ 気をつけることはなんですか？

糖尿病などの方は特に注意が必要です。医療機関で傷口の消毒や処置が必要な

ことがあります。

-----------------------------------------------------------------------

■ 破傷風はどんな感染症なの？

破傷風は、土の中にいる破傷風菌が傷口から感染・増殖し、毒素によって、

発症します。感染してから症状が起こるまで３日から３週間くらいかかるとされ

ています。

■ 気をつけることはなんですか？

特徴的な症状は、「あごのこわばり」で口が開きにくくなります。

加えて、「ものを飲み込みにくい」、「けいれん」などがみられ、進行すると呼吸

困難などをきたすことがありますので、医療機関への受診と治療が必要です。

■ 感染を予防するには？ 

被災地域で壊された建物を撤去したり，下水などがあふれていた場所で 

汚泥の撤去作業を行う場合は，次のことに注意しましょう。 

 

○けが防止のため、素肌を露出しない服装（長袖、長ズボン）で行いましょう。 

○丈夫な手袋、長靴、安全靴などを身につけて、水や土、汚染された廃材など

を素手でさわったり、釘などを踏み抜いたりしないよう体を保護しましょう。 

○ガラスなどのケガや、棘が刺さったりした場合は、一旦作業を中止し、傷つい

た場所を清潔な水でよく洗浄し、傷が汚れた環境に直接さらされないように、

絆創膏などで保護しましょう。 

○傷が深い場合や棘などが残ってしまった、傷口が化膿した、破傷風を疑

う症状(下記)がみられた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。 

○作業が終了したら、石けんと流水でよく手を洗いましょう。 

 手洗い用の水が確保できない場合は、ウェットティッシュなどで汚れを落と

し、速乾性刷り込み式アルコール性消毒薬を使用してください。 

出典：宮城県疾病・感染症対策室 東北大学大学院医学系研究科 感染制御・検査診断学分野、臨床微生物解析治療学、
　　　感染症診療地域連携講座、東北感染制御ネットワーク より

【お問い合わせ先】御船保健所：０９６－２８２－００１６
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避難所における体調不良者への対応マニュアル（感染症が疑われる場合） 
 
【共通事項】 
① 緊急を要する場合（意識がない、苦しそう、冷や汗が出ている 等）は救急車を呼ぶ。 
② ①以外の場合は、診療時間内に医療機関を受診していただく。 
 
【報告】（フロー図参照） 
 
嘔吐・下痢 ≪ノロウイルス感染症に注意≫ 
① 受診をすすめる。 
② 嘔吐物・便の処理を正しく行う。（別資料参照） 

検査結果でノロウイルスなどが確定しない場合も、感染性の胃腸炎を念頭に対応する。 
③ 個室等に移動していただく（少なくとも嘔吐の症状のある期間は別室で過ごすことが望ましい）。 

夜間の発症の場合は、翌朝でも良いので受診していただく。 
④ 症状がある期間はトイレを患者専用にする。 

上記のトイレは塩素系消毒剤で消毒する。排泄介助が必要な場合は、介助者は手袋とマスクを着用し

て介助する。終了後必ず手洗いを行う。 
オムツや汚染した物品はビニール袋に入れ、塩素系消毒剤を少量入れて口を縛る。 

 
発熱（３７．５度以上）≪インフルエンザに注意≫ 
① ３８度以上の場合は、個室等に移動していただき、原則受診をすすめる。 

夜の発熱の場合、救急車を呼ぶような症状でなければ翌朝の受診で良い。 
② 発熱に加え、発しんがある場合も受診をすすめる。 ≪水ぼうそうに注意≫ 
③ ３７．５度以上３８度未満の場合 かつ 発しんが無い場合は１日１回の検温、またはその他の症状

に応じて受診する。 
 
咳が続く 
① マスクの着用をうながす。 
② ２週間以上続く場合は受診をすすめる。 
※咳の症状が強い場合は、別室で過ごすことが望ましい。 
 
その他 
○目の充血と目やに。 
○耳の下の腫れと痛み。 ≪おたふくかぜに注意≫ 
○手や体の強いかゆみ。 ≪疥癬に注意≫ 
○頭のかゆみ。 ≪頭ジラミに注意≫ 
 受診をすすめる、または医療関係者の巡回時に相談する。 
 
上記いずれの場合も、周囲に同様の症状がある人がいないか確認する事が大切です。 

インフルエンザ・水痘（みずぼうそう）など診断が確定した場合、または同症状の方が複数いる場合は、

対応について保健所と相談して下さい。 

 
〇〇保健所 ＴＥＬ：   
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避難所で生活している人が，「まん延防止対応が必要な 
感染症」と疑われた場合の対応のスキーム 

避難所生活者 症状あり 

診療所・病院（医師） 

受診 

診察の上，対応が 
必要な感染症と診断 

避難所（市町村あるいは支援チーム保健師等） 

受診勧奨 

相談 

発見・状態把握 

受診 

情報提供 

市・町・村（避難所設置者） 
隔離場所の確保，避難所の環境整備 

指導・調整 

医療機関受診がなくても 
・緊急に拡大防止が必要と判断 
・全身状態良好かつ夜間等で 
すぐに受診できない 
・判断が困難な場合   など 
 

熊本県保健所長会 
平成２８年６月１日版 
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〇避難所等で偏見や差別的なことが起こらないように，ご本人やご家族等の人権について配慮し， 
 また個人情報の扱いに十分注意して対応を行ってください。 

県健康危機管理課＊ 

情報 

指示 

熊本県感染管理ネットワーク 
（熊本大学医学部附属病院感染制御部） 

熊本県庁の感染症対策所管課 

感染管理の専門的立場からの支援 

コンサルテーション 

避難所管轄保健所 

①氏名，避難所名，診断結果の情報収集等の調査 
②感染拡大防止対策・指導 

報告 

＊県保健所のみ。熊本市保健所は直接 
 熊本県感染管理ネットワークにつながります。 

指示 報告・相談 
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避難所で生活している人が「まん延防止対応が必要な感染症」 
  と疑われた場合の対応のスキームの説明 
 
 
 
・避難所の生活者が，医療機関を受診して「まん延防止対応が必要な感染症」と診断 
された場合，診察した医師に避難所管轄保健所＊への連絡をお願いしています（文書 
で医師会等へ依頼しています）。連絡を受けた保健所は，診察した医師から氏名， 
避難所，診断結果等を聞き取り，対策をおこないます。 
 
 
・避難所で活動している（市町村あるいは支援チーム等の）保健師が，感染症の疑わ 
れる人から相談を受けたり発見した場合には，医療機関への受診を勧め，受診につな 
いてください。 
  
 ただし， 
      緊急に拡大防止が必要と判断できる場合， 
      全身状態良好かつ夜間等ですぐに受診できない場合， 
      判断が困難な場合 
 
 などにおいては，直接，避難所管轄保健所＊へ連絡をお願いします。 
 連絡と合わせて，個室隔離や周りの避難者と距離をとるなどの，避難所において 
可能な対応を開始してください。連絡を受けた保健所は，当該避難所内での対応が 
困難（個室隔離が必要な状態だが個室がない等）と判断した場合，対応可能な避難所 
等への移送などの調整をおこないます。 
 
 
 ＊避難所管轄保健所とは，避難所の所在地を管轄する保健所になります。 
 ただし，大津町の本田技研体育館については，南阿蘇村の住民が避難 
   しておられ，阿蘇保健所が対応します。 
 
・宇城保健所管内，菊池保健所管内については，避難所と通常の医療機関によ 
る対応体制がありますので，避難所での活動に入られるときに確認をお願いします。 
もし，その体制で対応できないときには，上記の流れでご対応ください。 
 
・各避難所の感染症対応可能レベル（個室の有無，個室内のトイレや手洗い場の 
有無等，５月上旬にICTが訪問調査しています）について，保健所は情報のアップ 
デートを定期的に行ってください。 
 
・各避難所は「熊本県感染管理ネットワーク」の作成したチェックリスト（別紙）を用いて 
避難所における感染症予防対策の状況のチェックを定期的に（週1回程度）実施し， 
管轄保健所に報告してください。 

2/5 

〇避難所等で偏見や差別的なことが起こらないように，ご本人やご家族等の人権について配慮し， 
 また個人情報の扱いに十分注意して対応を行ってください。 

熊本県保健所長会 
平成２８年６月１日版 
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   電話・FAX番号  （管轄市町村） 
 

  
・阿蘇保健所   電話 0967-32-0535   FAX 0967-32-0536  

（阿蘇市，南小国町，小国町，産山村，高森町，西原村，南阿蘇村） 
 
  
  

・御船保健所  電話 096-282-0016   FAX 096-282-3117 
（御船町，嘉島町，益城町，甲佐町 ，山都町） 
  
 

  

・宇城保健所   電話 0964-32-1147   FAX 0964-32-2426  
（宇土市，宇城市，美里町）  
 
 
  

・菊池保健所  電話 0968-25-4155   FAX 0968-25-5457 
（菊池市，合志市，大津町，菊陽町） 
  
 
 

・熊本市保健所 電話 096-364-3186  FAX 096-371-5172  
（熊本市）   

 

3/5 

熊本県保健所長会 
平成２８年６月１日版 

〇避難所等で偏見や差別的なことが起こらないように，ご本人やご家族等の人権について配慮し， 
 また個人情報の扱いに十分注意して対応を行ってください。 

○熊本県感染管理ネットワーク事務局  電話/FAX 096-373-5548 
 （熊本大学医学部附属病院感染制御部） 
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 避難所等で隔離等が必要な期間の目安  
 
避難所等における感染症発生時の対応について 
〇避難所等で偏見や差別的なことが起こらないように，ご本人やご家族等の人権について配慮し，また個人情報の 
 扱いに十分注意して対応を行ってください。 
〇「避難所で生活している人がまん延防止対応が必要な感染症と疑われた場合の対応の原則」（別紙）に従って対応 
 をおこなってください。 
 
 
                 注 意！ 
 
・避難所等において感染症がまん延することを防ぐために，発症者（疑われる者を含む） 
に対し，保健所の指示で個室等への隔離をお願いすることがあります。 
 ここに示す「避難所等で隔離等が必要な期間の目安」は，法令等の根拠があるもの 
ではなく強制力はありませんのでご注意ください。対象者やご家族等に理解を得るため 
の参考情報として活用いただきたく提示するものです。 
 実際の事例で隔離の解除時期等を判断するときは，保健所と状況の情報等を共有し 
保健所の指示に従っていただくことをお願いします。保健所はここに示した目安を基準と 
して使用しますが，事例の状況によって総合的に判断しますので隔離期間が目安と異な 
ることがあります。 
 
 
感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症など） 
 
◯隔離等期間の目安：下痢や嘔吐の症状が消失するまで。 
 
  説明：症状のある間が主な病原体の排泄期間なので，下痢，嘔吐症状が消失した後， 
      隔離等解除するが，症状消失後長期間病原体を排泄することもあるので手洗い 
      を励行する。 
 
 
 
 
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
 
◯隔離等期間の目安：耳下腺などの腫れ出現から５日を経過するまで。 
 
  説明：感染期間は腫脹５日ころまで，とされているが，唾液中には９日後まで検出され 
      るので，手洗い等を励行する。不顕性感染があり発症者隔離のみでは拡大予防
      できないことがある。 
 
 

熊本県保健所長会 
平成２８年６月１日版 
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5/5 

水痘（みずぼうそう） 
  
◯隔離等期間の目安：全ての発疹が痂皮化するまであるいは水疱出現6日後まで。 
 
   説明：空気感染，飛沫感染。膿や水疱中にはウイルスがいるので接触感染もする。 
  
 
 
  
  
インフルエンザ 
 
◯隔離等期間の目安：発熱した後 5 日，かつ解熱した後 2 日を経過するまで。 
 ただし幼児(未就学年齢児)においては，発症した後 5 日，かつ解熱した後 3 日を  
経過するまで。 
 
   説明：低年齢患児では長引く。抗ウイルス薬によって早期に解熱 した場合も感染 
       力は残るため，発症 5 日を経過するまで，とする。咳嗽や鼻 汁が続き，感染 
       力が残ると考えられる場合は，さらに長期に及ぶ場合もある。 
  
  
  
  
（以上の情報は，日本小児科学会 予防接種・感染対策委員会が示した「学校，幼稚園，保育所に 
おいて予防すべき感染症の解説」をもとに熊本県保健所長会が整理したものです。） 
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❶手指衛生について

1 水道水 蛇口付きタンク

2 している していない

3 している していない

4 している していない

5 している していない

❷トイレの衛生環境について

1 している していない

2 している していない

3 している していない

4 している していない

5

❸食品管理について

1 している していない

2 している していない

3 している していない

4 している していない

5 している していない

❹環境衛生について

1 している していない

2 している していない

3 されている されていない

4 されている されていない

5 している していない

6 している していない

❺体調不良時の体制について

1 ある なし

2 ある なし

3 ある なし

4 している していない

5 しっている しらない

❻その他　気になったこと

 ＊毎週〇曜日朝のミーティングで提出してください。

調理者（配給者）が，毎回手指衛生実施後に配給しているか。

    □■避難所生活における感染予防チェックリスト■□

手洗い等に使用する水の種類はどれか。

避難所の入口，トイレや手洗い場に手指消毒剤が設置してあるか。

手指消毒剤が使われているかどうか（量が減っているか）確認しているか。

避難所住民が手指衛生の必要性がわかるよう声掛けや放送、ポスター等で啓
発しているか。
ポスター掲示場所 （                                                                                 )

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙを設置している場合，ぬれないよう立てて設置しているか。

1日1回以上は掃除を行い，きれいであるか。（1日の掃除回数：　　　回）

掃除を行う当番者は，掃除のやり方ポスターを見ながら手袋・マスクをして，ポス
ターの順番で清掃しているか。

オムツや汚物入れを毎回掃除のたびや，一杯になったら捨てているか。

自分で調整した消毒液（次亜塩素酸ナトリウム）は定期的に作り変えているか。
調整した日付は明確に分かるようになっているか。

トイレ掃除は誰が行っているか（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

体調不良者用に隔離する部屋があるか。

期限が過ぎた食品を定期的に確認し，廃棄しているか。

おにぎり，お弁当などは配給された後すぐに食べることが理想だが
やむを得ず保管する場合は，冷蔵庫などに保管するなど温度管理しているか。

食中毒予防を定期的に声掛けや放送、ポスター等で啓発しているか。
ポスター掲示場所 （                                                                           )

共用の冷蔵庫には、氏名、開封日等を記入したものを入れているか。

一日3回以上避難所の窓を開けて，換気を行っているか。

換気扇や空調設備で換気することが可能であるか。

ゴミが整理されてあり，悪臭やハエなどがいないか。

生ごみ用のゴミ箱にはふたがされているか。

蚊やハエなどが入ってこないように網戸等で配慮しているか。
（網戸が設置不可の場合は蚊取マット等で対策しているか）

湿度計を設置しているか。　(場所　　　　　　　　　　　　測定時間　　　時　　　分)

体調不良者(発熱・嘔吐・下痢)が出たときの体制が話し合われているか。

隔離する部屋に専用のはきものがあるか。

嘔吐時に対応する消毒セットを準備しているか。
(設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

嘔吐時に対応する消毒セットの使い方を知っているか。

熊本県〇〇保健所　ＴＥＬ：
　　　　　　　　　　　　    ＦＡＸ：

・実施年月日（ 年 月 日） ・人数（日中： 名，夜間： 名）
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□■避難所生活における感染予防チェックリストについて■□　　

③チェックリストの配布から提出まで

①目的

避難所では多くの人が生活しているため，一度感染症等が発生すると沢山の人に蔓延してしまう危

険性があります。そこで，避難所の中でどのような視点で感染症予防をしていくとよいか，避難所代表

者がそのポイントを把握でき，今後の対策がとりやすくなるよう活用するものです。

※まずはこちらからお読みください！

②チェックリストの活用方法について
・避難所の感染予防対策に必要なチェックリストになっていますので，時々このような視点で避難所の

様子を確認してみましょう。

・気になる点は，〇〇保健所にご相談ください，一緒に対策を検討します。

チェックリスト配布：初回は〇〇保健所から配布します。次回以降はコピー等をして利用してくださ

〇〇保健所へＦＡＸにて提出してください。（毎週〇曜日）

〇〇保健所 ＦＡＸ：

チェックリストを基に、週〇回程度、保健所が避難所を巡回します。

◆改善策として対応したことがありましたらご記入ください◆

◆保健所へ相談したいことがありましたらご記入ください◆

チェックリスト記入：避難所の衛生状態を把握するため、管理者が記入します。気になることが

あれば、「その他」欄に記入してください。

※対応が適切だった場合は、これからも継続していただけるようお願いします。

※改善が必要だった箇所については、現状を踏まえてどのように改善できそう

か、対策の検討をお願いします。
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災害後のこ こ ろのケアについて

く まモンと、前へ

熊本県精神保健福祉センタ ー
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こ の「 く まモンと 、前へ」 は災害を 経験さ れた皆様へ向けて 作成し たパンフレット

です。

大きな災害によるショックから 立ち直るのに必要な時間は人それぞれです。また,同じ

経験をし ても 反応が強く 出てく る方も いれば,そう ではない方も います。災害後の生活

環境の変化などでイ ラ イ ラし やすく なっ ていたり , 体調不良が続いていたり する方も

いらっしゃるかも し れません。

本誌の1ページから 6ページまでは,そう いったここ ろと から だの調子と の関係,そし て

自分で取り 組めるこ こ ろと から だの回復の助けになるも のをご紹介し ています。7ペー

ジから 9ページはこ のパンフレット を手に取ったあなたの周り に,助けが必要な誰かがい

たと きに開いていただきたいページです。

皆様一人ひとり がご自身のここ ろと から だの健康を守り ,元気に日々を送れるよう お役

に立てていただければ幸いです。

災害後のこころの動き

災害後に起こるこころと から だの変化

こころと から だの回復と スト レス

こころの健康を守るために

気づき支えあう

© 2 0 1 0  熊本県く まモン
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災害後のこ こ ろの動き

災害は突然の出来事であり ,日頃から の備えでも 対応できない規模の被害をも たらし まし た。

そし て誰も がいやおう なく ,今までに経験し たこ と のない生活を強いら れまし た。

大き な災害の後,ショ ック を 受けたこ こ ろ は時間と と も に変化し ,回復へ向かっていきます。

変化の過程や程度はさ まざまですが,同じ よう なパタ ーンがみら れるこ と が知ら れています。

1

災
害
後
の
こ
こ
ろ
の
動
き
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災
害
後
に
起
こ
る
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
変
化

2

災害後に起こるこころと からだの変化

まずは今のご自身の健康状態を,災害前の健康状態と 比べてみてく ださ い。次に挙げた反応は,災害な

どで大きなショック を受けた直後に起こ る反応です。それら のほと んどは安心し た生活を送るこ と で自然

に回復し ていきます。し かし ,回復には時間がかかり ,その程度も 人それぞれです。

現在も こ のよう な反応が続き ,それに悩まさ れている方は４ ページ以降を お読みいただき ,できるこ と

から 取り 組んでみてく ださ い。

反応があまり に強く ,日常生活に影響し ていると 感じ ている方は相談機関（ →P.1 0 ）へご相談く ださ い。

眠れない,朝早く に目が覚める

熟睡感がない

食欲がない

下痢や便秘が続いている

疲れがと れずから だがだるい

疲れやすい

頭痛・ めまい・ 肩こ り に悩んでいる

何も ないのに胸がどきどきする

胃の不快感

悪い夢,変な夢ばかり 見る

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

から だの調子について

最近声を上げて笑っ たこ と がない

決断力が鈍く なっ た

人に会う のが面倒く さ く なっ た

反応が遅く なる

落ち着きがなく なる

表情が暗く なる

涙も ろく なる

飲酒量が増えた

■

■

■

■

■

■

■

■

行動について

悲し さ や寂し さ が強い

イライラ し やすく なる,怒り っ ぽい

集中力がない

仕事にと り かかる気になれない

気分が高揚し てし まう

好きなこ と も やり たく ない

物事を悪い方向へ考え,こ れから 先の自信がない

物音や揺れなどに敏感になる

悪いこ と をし たよう に感じ て自分を責める

■

■

■

■

■

■

■

■

■

気持ちについて

朝起きれない。 夜尿,頻尿

一人でいるのを怖がる,大人と 離れたがら ない

いつも びく びく ,びっ く り し やすい

出来事のこ と を話し たがら ない

出来事が起きた時に,自分を責めたり ,周囲を責めたり する

う まく いかないと 悲観的になる

落ち着かない,注意,集中力が難し い

自分を傷つけたり ,無謀な行動がみら れる…など

できていたこ と ができなく なる

■

■

■

■

■

■

■

■

■

子どもに起こり やすい変化

抑う つ傾向が目立つ

急に物忘れがひどく なる

夜間う ろう ろと 徘徊する

自分が今どこ にいるのか,わから なく なる

■

■

■

■

高齢者に起こり やすい変化
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3

こ こ ろと から だの回復と スト レス

全て のスト レスの原因がはっきり と 分かると は限り ませんし ,復興の途中で 解決に時間の

かかるも のも あり ます。で も ,スト レスを 溜め込んで いけば,こ こ ろ やから だに影響が出てく

る場合があり ます。そんなと き はまず,少し ずつでも スト レスを 解消し ,健康ないつも の自分

を 目指し て ,次のページの要素を 生活に取り 込んで みましょ う 。
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ここ ろと から だの回復と スト レス

こころのシーソー
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5

こ こ ろの健康を 守るために

十分な睡眠を 取るこ と は,こ こ ろと から だの健康を 維持する基本中の基本です。眠り によって昼

間活発に働いている大脳を 休めるこ と ができます｡また,から だの疲れをと ったり ,免疫機能が高

まって風邪を引きにく く なる,から だの調子が整えら れると いったこ と も ,眠っている間に起こ るこ

と です。睡眠時間も 大事ですが,質のよい睡眠をと るこ と がなにより 大事です。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「 眠れないだけ」と ,不眠を放っておく とこころと からだに

さ まざまな悪影響が起こり ます。不眠と 一口に言っても 原因はさ まざまです。どうし て

も 眠れない状態や,寝ても 熟睡感がないなどの症状が続く よう でし たら ,医療機関など

に相談しましょう 。

●夕食は腹八分,寝る3 ～4 時間前にすます

　（ 胃腸が働いていると よく 眠れません）

●寝る前はリ ラック ス

　（ 次のページを参照下さ い）

●寝る前のコ ーヒ ー,お茶は避ける

　（ カフェ インは脳を覚醒状態にし ます）

●眠れないからと いってお酒を飲みすぎない
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6

ここ ろの健康を守るために

から だがリ ラックスすると こ こ ろもリ ラック スし ます。人それぞれいろいろなリ ラック ス法があり ますが,

こ こ では一人でできるリラックス法をご紹介し ます。自分に合ったリラックス法を見つけてみてく ださ い。

こころの緊張をやわら げるためには,から だの筋肉の緊張をゆるめること が効果的です。筋肉を意識し て,意図的

に強く 緊張さ せてから ,一気に力を抜いて,緊張がゆるむ感覚を味わいます。
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子ども は、自分から 周りに相談できないこと も あります。

ここ ろの傷は見えないのでわがままな状態と 誤解さ れること も あります。

まわり の大人が普段と 違う 様子に気づく こと が大切です

変化やサイン に気付いたら ,

声を かけ, 話すきっかけを 作り まし ょ う 。
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ここ ろの健康を守るために

こ れまでよく

がんばってき たね

　「 話を 聞いても ら う だけで安心し た。」 と

いう 方も います。話を 聞く と き は,時間を か

けて,し っかり と 耳を傾けましょ う 。

そし て相手の状況を心配し ているこ と を伝えましょ う 。

子ども の感情を 理解し 、気持ちを 受け止めましょ う 。

大切なのは、寄り 添いや見守り によって子ども が安心を 感じ ら れるよう に

なるこ と です。
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自分が相談に乗って,

困ったと き の相談先を知っておく 。

自分の状況を言葉にし て,身近な人に聞いても ら う こ と は,想像以上に安心感を得るこ と ができ,スト レス

の解消につながり ます。し かし ながら ,話を聞く だけでは解決が難し かったり ,身近な人がなかなか回復し な

いと 感じ たりし たと きは,10ページにある相談機関を参考に,地域の相談窓口等に相談し ましょう 。

はじ めは,相談機関への相談に抵抗を示す方も いるかもし れません。一方的に勧めるのではなく ,一緒に

考えた上で提案し たり ,「 一緒に」 行こ う と 勧めたり するなど,相手の気持ちを踏まえて対応し ましょう 。

大切なのは,一人で抱え込まないこ と です。

特に、子ども の変化に保護者が戸惑い、悩み、一人で抱え込んで、自分を

追いつめてし まう こ と があり ます。

そんな時は信頼できる誰かに相談し ましょ う 。
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仙台市発行のパンフレット「 まあるいはあと 」を参考に作成しまし た。

どう し ても 気持ち が前に向かない,つら い,悲し い気持ち がずっと 続いて いる,問題はハッ キリ し ている

のだけどどう し たら よいか分から ない,そう いった場合は相談機関に相談し ましょ う 。

まずはお気軽にご相談く ださ い。

こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
る
た
め
に

熊本県内の相談機関

10

≪各保健所の連絡先≫
●有明保健所(荒尾市、玉名市、玉名郡)0 9 6 8 -7 2 -2 1 8 4 　 　 　 　 ●山鹿保健所(山鹿市)0 9 6 8 -4 4 -4 1 2 1
●菊池保健所(菊池市、合志市、菊池郡)0 9 6 8 -2 5 -4 1 3 8 　 　 　 　 ●阿蘇保健所(阿蘇市、阿蘇郡)0 9 6 7 -2 4 -9 0 3 0
●宇城保健所(宇土市、宇城市、下益城郡)0 9 6 4 -3 2 -1 2 0 7 　 　 　 ●御船保健所(上益城郡)0 9 6 -2 8 2 -0 0 1 6
●八代保健所(八代市、八代郡)0 9 6 5 -3 3 -3 2 2 9 　 　 　 　 　 　 　  ●水俣保健所(水俣市、葦北郡)0 9 6 6 -6 3 -4 1 0 4
●天草保健所(天草市、上天草市、天草郡)0 9 6 9 -2 3 -0 1 7 2 　 　 　 ●人吉保健所(人吉市、球磨郡)0 9 6 6 -2 2 -3 1 0 7

≪熊本市の各区役所保健こども 課の連絡先≫
●中央区役所0 9 6 -3 2 8 -2 4 1 9 　 ●東区役所0 9 6 -3 6 7 -9 1 3 4 　 ●西区役所0 9 6 -3 2 9 -1 1 4 7
●南区役所0 9 6 -3 5 7 -4 1 3 8 　 　 ●北区役所0 9 6 -2 7 2 -1 1 2 8     　 　   

種別 窓　 口 電話番号 受付時間等

こ
こ
ろ
の
健
康

熊本県精神保健福祉センタ ー

熊本市こころの健康センタ ー

熊本いのちの電話

熊本こころの電話

より そいホット ライン

0 9 6 -3 8 6 -1 1 6 6

0 9 6 -3 6 2 -8 1 0 0

0 9 6 -3 5 3 -4 3 4 3

0 9 6 -2 8 5 -6 6 8 8

0 1 2 0 -2 7 9 -3 3 8

平日9 : 0 0 ～1 6 : 0 0

平日9 : 0 0 ～1 6 : 0 0

2 4 時間

1 0 : 0 0 ～2 2 : 0 0

2 4 時間

そ
の
他
の
相
談

種別 窓　 口 電話番号 受付時間等

熊本県中央児童相談所

熊本県八代児童相談所

熊本市児童相談所

熊本県立教育センタ ー

熊本県子ども・ 若者総合相談センタ ー

熊本市子ども・ 若者総合相談センタ ー

熊本県女性相談センタ ー

熊本県認知症コ ールセンタ ー

熊本県消費生活センタ ー

熊本市消費者センタ ー

0 9 6 -3 8 1 -4 4 5 1

0 9 6 5 -3 2 -4 4 2 6

0 9 6 -3 6 6 -8 1 8 1

0 9 6 8 -4 4 -6 6 5 5

0 9 6 -3 8 7 -7 0 0 0

0 9 6 -3 6 1 -2 5 2 5

0 9 6 -3 8 1 -4 4 5 4

0 9 6 -3 5 5 -1 7 5 5

0 9 6 -3 8 3 -0 9 9 9

0 9 6 -3 5 3 -2 5 0 0

平日8 : 3 0 ～1 7 : 1 5

平日8 : 3 0 ～1 7 : 1 5

平日8 : 3 0 ～1 7 : 1 5

平日9 : 0 0 ～1 7 : 0 0

平日8 : 3 0 ～2 1 : 0 0

2 4 時間年中無休

平日8 : 3 0 ～1 7 : 1 5

水曜日以外の9 : 0 0 ～1 8 : 0 0

平日9 : 0 0 ～1 7 : 0 0

平日9 : 0 0 ～1 7 : 0 0

ここ ろの健康を守るために

改 令和2 年7 月

〒8 6 2 -0 9 2 0  熊本県熊本市東区月出3 丁目1 -1 2 0

熊本県精神保健福祉センタ ー
TEL. 0 9 6 -3 8 6 -1 1 6 6  【 9： 0 0 ～1 6： 0 0 ／月～金（ 祝日・ 年末年始を除く ）】
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被 災 さ れ た 方 へ 

皆様、体調はいかがでしょうか。眠れていますか？ 食欲はありますか？ 

あまりのことに、多くの皆様が、大きなストレス、心理的負担を感じていらっ

しゃることとお察しいたします。 

ストレス状態が長く続くと、気もちやからだ、考え方に、さまざまな変化が 

あらわれることがあります。 

 

熊本県精神保健福祉センター 

こころの健康相談電話 ０９６－３８６－１１６６ 
午前９時～午後４時 月～金（祝日・年末年始を除く） 

 

≪気もちの変化≫ 

・不安や緊張が強い 

・イライラする 

・怒りっぽくなる 

・気分の浮き沈みが激しい 

・涙もろくなる 

・自分を責める 

・投げやりになる 

・誰とも話す気にならない 

・これらの状態は、人によっては数週間続くことがあります。しかし、強い又は

慢性的なストレスを受けた場合、多くの方に起こりうる、正常な反応です。 

・自然に回復していくことがほとんどですが、気もちを誰かに話したり相談した

りすることで、つらさがやわらぐことがあります。お一人だけで抱え込まずに

ご相談ください。 

・食事や睡眠など、日常生活のリズムをなるべく崩さないようにしましょう。 

ご自分の時間も大切にしましょう。 

・ストレスの多いメディアの見聞を制限し、信頼できる情報を収集しましょう。 

≪からだの変化≫ 

・疲れやすい 

・目まい，頭痛，肩こり 

・吐き気，腹痛 

・食欲不振，過食 

・眠れない 

・悪夢，同じ夢をくりかえし見る 

 

≪考え方の変化≫ 

・考えがまとまらない 

・同じことをくり返し考える 

・記憶力が低下する 

・皮肉，悲観的な考え方になる 

＊子どもでは、上記に加えて  大人にしがみつく、よく泣く、お漏らしする、  
聞き分けが悪くなるなど、いわゆる赤ちゃん返りがみられる場合があります。  
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災害を経験した子どもたちのこころとからだには、いろいろな変

化が起こることがあります。 

 

〈子どもに現れやすいストレス反応〉 

・赤ちゃんがえりをする  

・甘えが強くなる 

・わがままを言う、ぐずぐず言う 

・反抗的になったり、乱暴になる 

・災害体験を遊びとして繰り返す 

 

 

〈 対 応 方 法 〉 

★ 一緒にいる時間を増やしましょう。 

★ 子どもが話すことは、否定せずに聴いてあげましょう。 

★ ただし、話したくないときには無理に聞きださないようにし

ましょう。 

★ 抱きしめてあげる、背中をさするなど、スキンシップの機会

を増やしましょう。 

★ 災害体験を遊びとして繰り返すことは、本人が落ち着いてい

くプロセスです。無理にとめないようにしましょう。 

 

 

 

※このようなからだやこころの変化は、正常な反応です。 

周囲の大人が落ち着いて受け止めることで、ほとんど 

の場合は時間とともに回復していきます。 

 

 

 

         ©2010 熊本県くまモン 

＊内閣府「ほっと安心手帳」を基に熊本県精神保健福祉センターが作成＜平成２８年４月＞ 
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被災されたお子さんをお持ちのご家族の方へ 

 

大きな災害の後は、こころや体の不調が現れやすくなります。特にお子

さんの場合は、こころの不安が様々な行動となって現れることがあります。

一旦落ち着いたように見えても、災害関連のニュースを見たり、災害が起

きた日が近づいてきたりすると、ぶり返したように見えることもあります。 

お子さんに表れやすい変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

災害を経験したお子さんがこのような反応を示すことは正常なことです

ので、右に書いてある対応をとりながら様子を見ましょう。 

 ただし、長引いたり心配な場合には、右の相談先やお近くの専門機関に

相談しましょう。 

 

お子さんと接するときに心がけたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご家族自身のケアも 

 

 

 

 

 

相談先 

 

行動の変化 

・赤ちゃんがえり（おもらし、指しゃぶりなど） 

・甘えが強くなる 

・親のそばから離れたがらない 

・そわそわして落ち着かない 

・反抗的になったり乱暴になったりする 

・災害を連想させるような遊びをする 

・一人になることや知らない場所、暗い所や狭い所を怖がる 

・保育園や幼稚園、学校へ行きたがらない 

こころの変化 

・イライラして機嫌が悪い 

・小さい物音にもびっくりする 

・突然興奮したりパニック状態になる 

・泣いたり落ち込んだり感情が不安定になる 

・表情が乏しくなったり、感情がなくなったかのように見える 

体の変化 

・食欲がなくなったり食べ過ぎたりする 

・寝つきが悪くなったり何度も目覚めたりする 

・悪い夢を見たり夜泣きをしたりする 

○ お子さんの話をよく聴く 

現実にはないような話をしても、否定せずに耳を傾けます。

その上で、お子さんが安心できる言葉をかけてあげましょう。 

例えば… 「心配なことがあったら何でも言ってね」 

「大丈夫だよ」 

「守っているから安心してね」 

ただし、話したくなさそうなときは無理に聞き出さないよう

にします。 

○ 家族がいっしょにいられる時間を増やす 

○ 食事や睡眠などの生活リズムを崩さないようにする 

○ 小さいお子さんには自由に遊べる時間を作ったり、抱っこなど

のスキンシップを増やす 

○ 少し大きなお子さんで周りに気を遣う頑張り屋さんの場合、負

担が大きくなりすぎないよう配慮する 

○ 災害を連想させるような遊びをしていても、とがめたり注意し

たりせず見守る 

ご家族の心の健康を保つことがお子さんの安心感につながります。ご

家族も意識して体を動かすようにしたりして、心をリラックスさせるこ

とが大切です。 

＜例＞ ○○市町村○○課（保健センター） 000-000-0000 

熊本県○○保健所 保健予防課 000-000-0000 

熊本県中央児童相談所  096-381-4451 

熊本県八代児童相談所  0965-33-3247 
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Mental Health and Welfare Center in Kumamoto prefecture

133



134



震災直後

「 避難し てく ださ い！」

そのと き 、認知症の人と 介護する 家族が躊躇し ない“認知症になっても

安心して暮ら せるまち”にする ために避難所でのケアを 考えまし ょ う

東日本大震災のと きには、
4 0 万人以上の人が避難生活をし まし た。

その中には、地域で暮らす認知症の人と 家族も 一緒でし た。

避難所での

認知症の人と家族
支
援
ガ
イ
ド

平成2 4 年度老人保健事業推進費等補助金  老人保健健康増進等事業
災害時における在宅認知症者の避難所での具体的な支援方法のあり方に関する研究事業

避難所を支援

し た6 21事例

から作った

環境
づく り

かかわり
方

二次
避難所

へ

監修／社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・ 研修仙台セン タ ー
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まず、環境づく りをしましょう
避難所には認知症の人を 含め支援が必要な方がいます。

避難所生活の環境づく り をまずし まし ょ う 。

認知症は人や急激な
環境の変化に
ついていけない病気です。
可能であれば、介護している 家族と と も に避難所の隅の方へ、

そしてパーテーショ ンなど で 仕切り 安心できる空間を

作るこ と で不安を 軽減し てく ださ い。

認知症の人のさ まざ まな行動は、あなたへの訴えです。

「 避難所生活を 継続するために必要だっ たこ と は何ですか？」

●大き な標識がなく ト イレ の場所が

　 分から なかった

●照明や空調を整える 必要があった

●介護用品が不足し た

●暖かいと ころはト イレから 遠い場所で

　 移動が困った

（ 当センタ ーが実施し た東日本大震災避難所支援者アンケート 調査結果より ）

個室を 確保するこ と が理想ですが、難し い場合仕切り をし 、ゆっ く り 対応

できる 場所を 確保し まし ょ う 。

顔見知り の人がたく さ んいると 安心し ていまし た。ご 本人の顔を 見て出来

るだけ話し かけてみてく ださ い。

排せつの問題で 多く のト ラ ブルが発生し まし た。別の場所が確保で き な

い場合も あり ま すので 周囲の方は理解し てく ださ い。特に夜は尿の回数

が多く なるこ と があり ます。

認知症になると 音に敏感になり ます。避難後すぐ に不穏になり 、ト ラブルに

なること が多く あり まし た。出来るだけ静かな場所を確保し ましょ う 。

1

避難所で準備し ておきたいも の

認知症の人専用スペースを
確保する

専用のおむつ交換や
排せつスペースが必要

落ち着く 静かな環境

顔見知り の人が近く にいる
環境

こ んな環境を避難所でつく り ましょ う 。

東日本大震災被災者の声

□ ポータ ブルト イレ

□ ビニール袋 □ 毛布

□ パーテーショ ンや仕切り に
　  なるも の
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（ 全国キャラバンメ イト 連絡協議会資料を 参考に作成）

周り の方の理解と かかわり 方
認知症の人のさ ま ざ ま な 行動はあなたへの訴えで す。

2

その他に、認知症の知識がある 、飲込みやすい食事、レクリ エーショ ンなどがあげら れまし た。

認
知
症
の
人
へ
の
接
し
方

同じ 目線で、前から ゆっく り と が基本です。

驚かせない

思う よう に言葉が出なく なり ます。ゆっく り 聞いてく ださ い。

急がせない

一人の人生の先輩として接すること で本人も 落ち着きます。

自尊心を傷つけない

介護者は自分のこと もままならず、認知症の人と 周囲の人に集中しています。

協力して共同生活を考えていきましょ う 。

介護者へも 声かけを

認知症について詳し い人はいませんか？
認知症は病気です。近く に、介護経験のある方、認知症サポータ ーの方が居るか確認し 、避難所全体で協力し 対応

するこ と でし のぐこ と ができまし た。（ 当センタ ーが実施し た東日本大震災避難所支援者アンケート 調査結果より ）

東日本大震災の時の教訓と し て避難所生活の条件と し て

次のこ と があげら れまし た。

周囲の方々の理解があればそこに居ら れます。

認知症の人が過ごせる条件

支援ガイド の内容は、認知症介護研究・ 研修仙台センターが実施した東日本大震災被災3県の避難所を支援した514事業所・ 機関の621事例をもとに作成したものです。

周囲の方の

理解があった

なじ みの人や
家族が

近く にいた

介護者を
支援する人

がいた

常に見守れる協力体制があった 日課や役割等を作った

4 位

1 位 2 位 3 位

5 位
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4 日目

2 %

5 日目

5 %

6 日目

0 %

それ以上11%

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 10 0％

排泄スペース

の問題

徘徊

家族の疲弊

周囲の苦情

不穏

1日目

29%
2日目

18%
3日目

29%

2日目

32%
1日目

7%
3日目

25%

1日目

19%
2日目

13%
3日目

31%

1日目

21%
2日目

11%
3日目

39%

1日目

24%
2日目

22%
3日目

27%

認知症の人は多く が高齢で身体も 弱く なるため避難所で

がんばり 続ける のにも 限界があり ま す。また介護家族は

普段の生活で も 精一杯で すので 一層負担感は増大し ま

す。調査結果で も 、避難初日から 、生活に重大な 影響を

及ぼす出来事が起こってきます。

排せつの問題は、避難初日から 問題にな

り 、避難所にいるこ と が難し く なり ます。

また、3 日目ま で に、不穏、徘徊等も 起こ

り 、長期化は家族の負担にも なっていま

し た。

早期の福祉避難所への移

動に 向け てそ の人の情 報

（ 名前、年齢、病歴な ど ）を

紙に書いておきまし ょ う

福祉避難所は、二次避

難所で す。家族も 一緒

に避難するこ と ができ

ます。

認知症で ある こ と を 周囲

の人に理解し ても ら い、早

期の移動を 申し 出る よう

にし まし ょ う 。

認知症の人が生活できる限界の
日数は平均3 .11日でし た。

限界と なる出来事が起こる日数

移動準備に向けて

避難所生活での“がんばる”には
限界があります。
二次避難所である福祉避難所への
移動準備をしましょう 。
東日本大震災のと きには、避難所生活の限界を感じ たのは平均で３ .11日でし た。

その期間を過ぎると 、排せつや健康管理で問題が生じ 一緒に暮らすこと はお互いにつらい

思いをしていまし た。（ 当センタ ーが実施し た東日本大震災避難所支援者アンケート 調査結果より ）

3

先は見えないのではありません。１週間以内に必ず助けが入ります。

1日目 2 日目 3 日目 4 日目

5 日目 6 日目 7 日目 それ以上

1日目

21%

2 日目

17 %
3 日目

2 8 %

7 日目

16%
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生活機能低下を防ごう！

みんなで「生活不活発病」の予防を！
生活不活発病とは・・・
「動かない」（生活が不活発な）状態が続くことにより、
心身の機能が低下して、「動けなくなる」ことをいいます。

このように生活が不活発な状態が続く
と心身の機能が低下し「生活不活発病」
となります。 特に、高齢の方や持病の
ある方は起こしやすく、悪循環注）となり
やすいので、気をつけましょう。

活発な生活が送れるよう、 みんなで

予防の工夫を。

注）悪循環とは…
生活不活発病がおきると 歩くことなどが難しくなったり

疲れやすくなったりして「動きにくく」なり、「動かない」ことで
ますます生活不活発病はすすんでいきます。

「生活不活発病チェックリスト」を利用してみましょう。
要注意（赤色の□）に当てはまる場合は、

保健師、救護班、行政、医療機関などにご相談ください。

発見のポイント ～早く発見し、早めの対応を～

予防のポイント

※ 以上のことに、ご家族や周囲の方も一緒に工夫を。

○ 毎日の生活の中で活発に動くようにしましょう。

○ 家庭・地域・社会で、楽しみや役割をもちましょう。
（遠慮せずに、気分転換を兼ねて散歩やスポーツや趣味も)

○ 歩きにくくなっても、杖や伝い歩きなどの工夫を。
（すぐに車いすを使うのではなく）

○ 身の回りのことや家事などがやりにくくなったら、早めに相談を。
（練習や工夫で上手になります。「仕方ない」と思わずに）

○ 「無理は禁物」 「安静第一」と思いこまないで。
（疲れ易い時は、少しずつ回数多く。

病気の時は、どの程度動いてよいか相談を。）

厚生労働省

地震のため環境が変化したことで、生活
が不活発になりがちです。

周囲の道などが危なくて歩けない、周り
の人に迷惑になるから、とつい動かないと
いうこともあります。

それまでしていた庭いじりや農作業がで
きなかったり、地震の後だからと遠慮して
散歩やスポーツ・趣味等をしなくなったり、
人との付き合いなどで外出する機会も少な
くなりがちです。

［被災地域にお住まいの方々へ］
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はじめよう!ロコモ予防！ 
 熊本地震発生に伴い生活環境が変化したことにより、生活が不活発
となりがちです。「動かない」（生活不活発）状態が続くことにより、
筋、関節、筋肉などの運動機能の動きが衰えると、暮らしの中の自立
度が低下し、介護が必要になったり、寝たきりになる可能性が高くな
ります。 
 いつまでも活動的でいきいきとした生活を行っていくため、運動機
能の低下を早期に発見し（ロコチェック）、適切なトレーニング（ロ
コトレ）を続けることで運動器の健康を維持しましょう！ 

 ロコモティブシンドローム（ロコモ）～運動器症候群～とは？ 
運動器の障がいのために、要介護になっていたり、要介護になる危険の高い状態のことをロコモ
ティブシンドロームといいます。 
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ロコモーショントレーニング（ロコトレ） 
【注意！】治療中の病気やケガがあったり、体調に不安があるときは、まず医師に相談してから始
めましょう。無理をせず、自分のペースで行いましょう。また、食事直後の運動は避けましょう。 
なお、痛みを感じた場合は運動を中止し、医師に相談しましょう。 
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避難所などを訪問される保健師等専門職の方へ（依頼） 
  令和  年（   年） 月  日  

○○保健所長  
 妊産婦や乳幼児、児童等の母子は被災による環境の変化が生じることで、妊産婦は精神

的動揺により状態が急変したり、乳幼児・児童については保護者が児童等を養育すること

が困難になり支援が必要となる方がいらっしゃいます。 
 ついては、避難所等を訪問される保健師などの専門職の方においては、以下の点に注意

していただき、必要な助言などの支援をお願いします。 
記 

１ 妊産婦や乳幼児、児童等への配慮                        
 避難所等において妊産婦や乳幼児、児童等、特に配慮を要する人について、専用の

スペースの確保等、安心できる場所が確保されているか。また、体調の悪化や、児童

の養育が行えていない等問題が生じていないか。 
【体調の悪化等身体的に問題がある場合の対応】 
 ・避難所の担当者に対応を依頼。 
 ・かかりつけ医、市町の保健師への情報提供、支援要請。 
 ・緊急に専門的な医療を要する場合である場合、管内医療機関への受診支援。 
【児童の養育に問題がある場合の対応】 
 ・避難所の担当者に対応を依頼。 
 ・ミーティングの際の市町の保健師への情報提供、支援要請。 
 ・育児に必要な紙おむつ、粉ミルク、ミネラルウォーター、衛生用品等の物品が不 

足している場合、避難所職員に避難所に物品の在庫があるか確認。避難所で物資 
が不足している場合は保健所に報告する。 

２ 支援者の状況                                 
 避難所において、妊産婦や乳幼児、児童等に支援者はいるか。家族のみが支援して

いる場合、家族の支援・養育が大きな負担となってしまう可能性がある。 
【問題がある場合の対応】 
 ・周囲に保育士や育児経験のある方等の協力者がいないか呼びかけ。 
 ・支援家族等に困りが生じたときには避難所職員に相談する等、育児を抱え込まな 

いよう助言。 
３ 相談窓口の設置                                       
 
 

妊産婦や乳幼児等への対応 

【問い合わせ先】 
○○保健所 保健予防課 
TEL： 
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避難所などを訪問される保健師等専門職の方へ（依頼） 
  令和  年（   年） 月  日  

○○保健所長  
 外国人のなかには日本語で情報を受けたり伝達することが十分でないため、多言語によ

る情報提供などの支援を必要とする方がいらっしゃいます。 
 ついては、避難所等を訪問される保健師などの専門職の方においては、以下の点に注意

していただき、必要な助言などの支援をお願いします。 
記 

１ 外国人への配慮                               
  避難所等において災害や緊急時の専門用語も含めた通訳や翻訳を行うなど配慮さ 

れているか。また、家族や親戚、友人等と一緒に避難してきており、文化の違いな 
どから専用のスペースの確保が必要な場合配慮されているか。 
【問題がある場合の対応】 
 ・避難所の担当者に配慮を依頼。 
 ・避難所に通訳ボランティア等の外国語を通訳できる方の協力が得られないか呼 

びかける。 
 
２ 相談窓口の設置                                   
〇熊本県外国人サポートセンター 
 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 県庁本館７階（国際課内） 
 TEL：０８０―４２７５－４４８９ 
 
 
 
 
 
  

外国人への対応 

【問い合わせ先】 
○○保健所 保健予防課 
TEL： 

146



 
 

避難所などを訪問される保健師等専門職の方へ（依頼） 
  令和  年（   年） 月  日  

○○保健所長  
 肢体が不自由な方や視覚障害者、聴覚障害者等は、移動時の支援や情報の伝達方法、避

難所での生活スペースの配置に配慮が必要となる方がいらっしゃいます。  
 ついては、避難所等を訪問される保健師などの専門職の方においては、以下の点に注意

していただき、必要な助言などの支援をお願いします。 
記 

１ 身体障害者への配慮                                   
  避難所等において身体障害を持つ方等、特に配慮を要する人について、車椅子や 

松葉杖を利用できたり、トイレに近い場所に専用のスペースの確保がされている

か。また、避難所における視覚障害者や聴覚障害者等、情報伝達において配慮を要

する人への配慮がなされているか。 
 【問題がある場合の対応】 
  ・避難所職員、市町保健師に情報提供をして、避難所の担当者に配慮を依頼。 
  ・介護を要する人への支援が不足している場合には、人的支援の不足を保健所に 

報告し、派遣を依頼する。もしくは、福祉避難所への避難の必要性を避難所職 
員、市町保健師に情報提供する。 

  ・ミーティングの際に関係機関に情報提供する。 
 
２ 支援者の状況                                         

  避難所等において、身体障害者の方に支援者はいるか。家族のみが支援している 
場合は、家族の負担が過大となる可能性がある。 

 【問題がある場合の対応】 
  ・周囲に介護経験がある方、手話での会話が可能な方など協力者がいないか呼びかけ。 
  ・本人や家族などの支援者に困りが生じたときには避難所職員に相談する等、困りを抱 

え込まないように助言。 
 
３ 相談窓口の設置                                              

 
 
 
 
 

身体障害者への対応 

【問い合わせ先】 
○○保健所 保健予防課 
TEL： 
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避難所などを訪問される保健師等専門職の方へ（依頼） 
  令和  年（   年） 月  日  

○○保健所長  
 
 精神障がい者は被災することにより精神的動揺が激しくなる場合があるので、気持ちを

落ち着かせ、適切な治療を受けたり、すでに治療を受けている方は治療・服薬を継続する

必要があります。 
 ついては、避難所等を訪問される保健師などの専門職の方においては、以下の点に注意

していただき、必要な助言などの支援をお願いします。 
記 

１ 精神障がい者への配慮                                             

  避難所等において精神障がい者のような特に配慮を要する人について、専用のス 
ペースの確保や家族や知人、仲間と一緒に生活が送れる安心できる場所が確保され 
ているか。また、薬物治療をしている方について、服薬が継続できているか、持参 
している薬が不足していないか。 
【問題がある場合の対応】 

  ・避難所の担当者に配慮を依頼。 
  ・かかりつけ医、担当の相談員、市町保健師、保健所保健師への情報提供、支援 
   要請。 
  ・薬が不足している場合は、かかりつけ医療機関の被災状況を確認し、対応がで 
   きる場合はかかりつけ医療機関に薬剤の処方を依頼する。対応できない場合 

は、管内の他の精神科医療機関に薬の処方ができないか相談する。 
  ・緊急に専門的な医療を要する状況である場合、精神科医療機関への受診支援。 
２ 支援者の状況                                               

  避難所等において、精神障がい者の方に支援者はいるか。家族のみが支援してい 
る場合は、家族の負担が過大となる可能性がある。 
【問題がある場合の対応】 
・周囲に精神障がい者支援ボランティアや支援経験のある方等協力者がいないか 
 呼びかけ。 

  ・支援家族等に困りが生じたときには避難所職員に相談する等、困りを抱え込ま 
   ないよう助言。 
３ 相談窓口の設置                      
 

精神障がい者への対応 

【問い合わせ先】 
○○保健所 保健予防課 
TEL： 
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避難所等を訪問される保健師等専門職の方へ（依頼） 

                        〇〇年〇月〇〇日 
                  熊本県健康福祉部長寿社会局 

認知症施策・地域ケア推進課 
 認知症の方をはじめ、高齢者の中には急激な環境の変化に対応できず、不穏

となったり、体調を崩される方が多くいらっしゃいます。 
 ついては、避難所等を訪問される保健師等専門職の方においては、以下の点

に注意していただき、必要な助言等の支援をお願いします。 
記 

１ 認知症の方等への配慮                          

避難所等において認知症の方など、特に配慮を要する人について、専用のス

ペースの確保など、安心できる環境が確保されているか。また、認知症の BPSD
（行動・心理症状）の発現等病状の悪化はないか。 

  【問題がある場合の対応】 
・避難所の担当者に配慮を依頼。 
・かかりつけ医、担当ケアマネジャ－、地域包括支援センター等への情報

提供、支援要請。 
・福祉避難所、介護施設、病院等への移転の必要性の検討。 
・緊急に専門的な医療を要する状況である場合、別添認知症サポート医の

在籍する医療機関や認知症疾患医療センターへの受診支援 
 

２ 認知症の方等への支援者の状況                     

避難所等において、認知症の方などに支援者はいるか。家族のみが支援して

いる場合、家族の介護負担が過大となる可能性がある。 
【問題がある場合の対応】 
・周囲に認知症サポーター（認知症の応援者）や介護経験のある方等の協力

者がいないか呼びかけ。 
・支援家族等に積極的なボランティアの利用等、介護を抱え込まないよう 

助言。 
 

３ 相談窓口の設置                                                     

認知症の方や家族等からの相談窓口を設置している。今回の熊本地震に関

する相談も可能。 
 熊本県認知症コールセンター ０９６－３５５－１７５５ 
              （水曜日を除く毎日 9:00～18:00） 

【問い合わせ先】 
認知症施策・地域ケア推進課 〇〇、〇〇 096-333-2216 内（  ） 
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※ 引用・参考マニュアル等 

１ 熊本県災害時保健活動マニュアル,平成 25 年 5 月,全国保健師長会熊本

県支部県分会 

２ 大規模災害における保健師の活動マニュアル,平成 25 年,日本公衆衛生

協会,全国保健師長会 

３ 宮城県災害時公衆衛生活動ガイドライン・マニュアル,平成 25 年 4 月,

宮城県 

４ 静岡県災害時健康支援マニュアル,平成 25 年 3 月改訂版,静岡県健康福

祉部 

５ 災害時保健活動ガイドライン,平成 27年 12月,長野県健康福祉部医療推

進課看護係 

６ 茨城県災害時保健活動マニュアル（第 2 版）,平成 29 年 1 月,茨城県健

康福祉部保健予防課 

７ 鳥取県災害時公衆衛生活動マニュアル,平成 28 年 3 月、鳥取県健康福祉

部 

８ 鹿児島県災害時公衆衛生活動マニュアル,平成 29 年 1 月,鹿児島県保健

福祉部 

９ 仙台市災害時保健活動実務マニュアル,平成 27 年 1 月改訂,仙台市 

10 厚生労働科学研究費補助金「広域大規模災害時における地域保健支援・

受援体制構築に関する研究」（平成 28 年度総括・分担研究報告書）,平

成 29 年 3 月,研究代表者 古屋好美 

11 避難所運営マニュアル,平成 29 年 8 月,熊本県健康福祉部健康福祉政策

課 

12 福祉避難所運営マニュアル,平成 29 年 8 月,熊本県健康福祉部健康福祉

政策課 

13 大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について 

（平成 29 年 7 月 5 日科発０７０５第３号厚生労働省大臣官房厚生科学課

長、他３局長１部長通知）   

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※令和 7年（2025 年）3月一部改正にあたっての引用・参考マニュアル等 

１ 災害時の保健活動推進マニュアル,令和 2年 3月,日本公衆衛生協会／全

国保健師長会 

２ 保健師の災害時の応援派遣及び受援のためのオリエンテーションガイ

ド,令和 2年 3月 
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